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序     文 
 

カメルーン共和国（以下、「カメルーン」と記す）政府は、コメの消費量・輸入量が増加する

一方で、コメの国内生産量が停滞していることに強い危機感をもち、国内稲作の振興をめざして

います。日本国政府は、アフリカ稲作振興のための共同体（Coalition for African Rice Development：
CARD）の第 1 グループ支援対象でもあるカメルーン政府の要請に基づき、「熱帯雨林地域陸稲振

興プロジェクト」を 2011 年 5 月より実施しています。 
今般、プロジェクトの中間時点を迎えました。これを受け、協力期間前半における実績を確認

し、計画に対する達成度の検証を行い、評価５項目の観点から評価を行うとともに、プロジェク

ト後半の活動計画について検討することを目的として、2013 年 2 月 17日から 3 月 11 日にわたり、

独立行政法人国際協力機構（JICA）農村開発部乾燥畑作地帯課の栗栖昌紀企画役を団長とする中

間レビュー調査団を現地に派遣しました。 
調査の結果、プロジェクトはおおむね順調に進捗していること、また初期の成果達成をより確

実なものとするためのいくつかの改善点も確認され、必要な対策に関する提言を行っています。 
本報告書は、同調査団の協議並びに調査・評価結果を取りまとめたものであり、今後のプロジ

ェクトの運営や国際協力の推進に広く活用されることを期待します。 
ここに、本調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 
平成 25 年 5 月 

 
独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長 熊代 輝義 
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赤線の範囲は、2 度の雨期を有する熱帯雨林地域 
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中央研修の様子（ヤウンデ） プロジェクトサイトにて生産され、 

精米・パッキングされたコメ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRAD の試験圃場（ヤウンデ） 熱帯雨林に囲まれた収穫後の圃場（南部州） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

精米機を使用する様子（ヤウンデ） 署名された M/Mを交換する様子（ヤウンデ） 
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中間レビュー調査結果要約表 
 

１． 案件概要 

国名：カメルーン共和国 案件名：熱帯雨林地域陸稲振興プロジェクト

（PRODERiP） 

分野：農業 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部 協力金額：約 3 億円 

協力期間：2011 年 5 月～2014 年 5 月 先方関係機関：農業・農村開発省（MINADER） 

日本側協力機関：農林水産省 

他の関連協力：「稲作振興プログラム・案件策定支援」

協力準備調査（2009 年 7 月） 

１－１ 協力の背景と概要 
カメルーン共和国（以下、「カメルーン」と記す）において農業は基幹産業であり、就業人口

の約 6 割（2001 年）、GDP の約 2 割（2009 年）を占めている。近年、コメの消費量増加（2008
年の推定で年間 25.7kg/人）の一方、国内生産は停滞し、コメ生産面積は 4.4 万 ha、生産量は 10
万 t（2007 年、平均収量 2.27t/ha）にとどまるなか、2007 年には 47 万 t 以上のコメが輸入され

ている。カメルーンにおける主な農作物は、北部のミレット・ソルガム、中部から南部にかけ

てのトウモロコシ、南部のバナナ・イモ類であり、これらの作物が主食となっているが、近年、

大都市圏を中心にコメの消費が急速に広まりつつあり、食糧安全保障の観点から、国内コメ生

産の振興が急務となっている。2008 年 10 月に実施された第 1 回「アフリカ稲作振興のための

共同体（Coalition for African Rice Development：CARD）」本会合において、カメルーンは第 1
グループ支援対象国に選定され、当該国の「国家稲作振興戦略（National Rice Development 
Strategy：NRDS）」も策定されている。CARD 対象国においては、それぞれの NRDS の下、コ

メ増産に向けた新たな取り組みを開始することが期待されており、独立行政法人国際協力機構

（JICA）は CARD 取り組みの推進に積極的に取り組んでいる。しかし、カメルーンの稲作分野

に対しては、これまで JICA 協力が実施されていなかったことから、2009 年 6 月、コメ・セク

ターの現状を把握するとともに当該分野への日本の協力方針を策定することを目的とした協力

準備調査が実施された。 
当該調査の結果、カメルーンの灌漑稲作地帯である北部、及び西部の生産米の多くが国外に

流出し、コメの大消費地である南部のヤウンデ、ドゥアラといった大都市に供給されていない

こと、南部の熱帯雨林地帯は気候的に陸稲栽培に適するものの開発が進んでいないことなどが

明らかとなり、こうした背景から、南部における大都市へのコメ供給をめざした稲作振興の必

要性が提言された。本提言を受けたカメルーン政府は、首都ヤウンデのある中央州と隣接する

東部州・南部州の３州における稲作（陸稲）振興を目的とした技術協力プロジェクトを、わが

国に対し要請した。 
これを受けて本プロジェクトは、農業・農村開発省（MINADER）をカウンターパート（C/P）

機関として、2011 年 5 月より 2014 年 5 月までの 3 年間の予定で実施されており、現在、短期

専門家 2 名（チーフアドバイザー、収穫後処理）及び長期専門家 2 名（研修／プロジェクト管

理、陸稲栽培技術／普及）を派遣中である。本中間レビュー調査は、プロジェクト中間時点に

おける成果や目標達成状況を分析するとともに、プロジェクトの残り期間の課題及び今後の方

向性について確認することを目的として実施された。 
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１－２ 協力の内容 
（１）上位目標 

プロジェクト対象 3 州において陸稲の生産量が増加する。 
 
（２）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標） 

プロジェクト対象の 3 州のパイロット地域において、陸稲を栽培する農家が増加する。 
 
（３）プロジェクトの成果 

成果１：プロジェクト圃場における栽培試験により、普及のための陸稲品種・陸稲栽培

技術が決定される。 
成果２：陸稲栽培普及のための、様々なレベルの関連職員と農業普及員が育成される。 
成果３：プロジェクト対象 3 州のパイロット地域を中心に、陸稲栽培が促進される。 
成果４：プロジェクト対象パイロット地域の陸稲栽培先進地域において、農家レベルで

の収穫後処理技術が改善される。 
 
（４）投入（レビュー調査時点） 

日本側： 専門家の派遣：長期 2 名、短期 4 名（11 回）派遣 
 研修：本邦研修コース実施 3 名、ウガンダ共和国との技術交流研修 4 名

参加 
 投入機材：オフィス・フィールド機材など約 3,730 万円相当分 
 現地活動費：総額約 6,978 万 6,000 円相当の現地活動費（在外事業強化

費）支出 
カメルーン側： C/P 人員の配置：8 名（うち 2 名プロジェクト専属） 

 施設・機材：プロジェクト事務所提供 
 活動費の支出：C/P 資金として 5,000 万 F.CFA（約 865 万円）（支出の手

続き中） 
 

２． 評価調査団の概要 

調査者 団長／総括 
評価分析 
 
計画管理 

栗栖 昌紀 
鈴木 篤志 
 
笹部 佳江 

JICA 農村開発部乾燥畑作地帯課 企画役 
A&M コンサルタント有限会社 シニアコンサルタ

ント 
JICA 農村開発部乾燥畑作地帯課 職員 

調査期間 2013 年 2 月 18 日～3 月 8 日 評価種類：中間レビュー 

３． 評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 
（１）投入の実績 

上記１－２のとおり。 
 

（２）成果の達成状況 
成果１：プロジェクト圃場における栽培試験により、普及のための陸稲品種・陸稲栽培

技術が決定される。 
プロジェクトでは、開始直後から農業開発研究所（IRAD）の圃場にてネリカ（New Rice 



iii 

for Africa：NERICA）の施肥試験や品種テストを実施してきた。しかしながら、これらの

試験からまとまった結果が得られるまでには一定の時間を要することから、既に実施され

ていた栽培試験の結果や専門家がもつ知識・経験をベースに、プロジェクトで普及される

陸稲の品種選定や栽培技術の特定が行われた。したがって、本成果は必ずしも「プロジェ

クト圃場における栽培試験によって」という訳ではないものの、プロジェクト・チームの

柔軟な対応により設定された 3 つの指標はいずれも満たされ、本成果はプロジェクト終了

時までには達成される見込みである。 
 

成果２：陸稲栽培普及のための、様々なレベルの関連職員と農業普及員が育成される。 
プロジェクトでは、各雨期前に指導者研修（TOT）を実施することで、MINADER 職員、

農業普及員（AVZ）及び中核農家への陸稲栽培技術の知識・技術の移転が行われてきた。

大半の研修参加者は、陸稲について学ぶ機会はプロジェクトが始まる前まで皆無であった

ことから、TOT が陸稲栽培技術にかかわる知識・技術の向上に役立っていることは疑いの

余地はない。よって、プロジェクトが今のペースで TOT を継続すれば、プロジェクト終了

時までに陸稲栽培普及のためのさまざまなレベルの人材が育成されることで、成果２が達

成される見込みは高いといえる。 
プロジェクト・チームは、TOT ののち、各 AVZ と中核農家によってそれぞれのサイト

で実施される一般農家への現地研修（成果３）へ可能な限り参加し、さまざまな助言を提

供したり、リフレッシャー研修を行ったりしていると報告されている。このようなフォロ

ーアップ活動が、プロジェクト後半も継続され、普及関係者の能力アップが確実に図られ

ることが重要である。 
 

成果３：プロジェクト対象 3 州のパイロット地域を中心に、陸稲栽培が促進される。 
プロジェクトが実施したベースライン調査には、プロジェクト開始前、陸稲栽培は中央

州のマケネネ地区でのみ行われていたと報告されている。対象地域の大半の農家は、陸稲

のみならず、稲作自体の経験がなかった。プロジェクト開始後、2 年弱という短期間に、

2,000 人を超える農家が研修を受け、新たに陸稲の栽培を開始したことは、プロジェクトが

達成した目覚ましい成果であるといえる。さらに、プロジェクトは技術指導を行う立場に

ある AVZ など政府職員が、先進的な陸稲栽培技術についての知識･技術を習得することに

対しても貢献している。このような活動の結果、陸稲は対象地域の農村社会に徐々に浸透

しつつあることが、今回の調査でも確認された。したがって、陸稲栽培は対象 3 州のパイ

ロット地域を中心に促進されていることに疑問の余地はなく、成果３はプロジェクト終了

までに満足のいくレベルで達成される可能性が高い。 
一方、残りの協力期間で、プロジェクトは栽培に成功する農家を増加させる努力を続け

る必要がある。一般的に、農家が新しい技術なり、作物を採用するプロセスには長い時間

が必要であることを考え合わせれば、栽培に成功する農家を増やす取り組みは、対象地域

に作物を定着させていくうえで欠かせない。本成果の達成は、種子生産体制の確立による

種子の独自確保というプロジェクトの努力によって可能となるので、プロジェクト終了後

の持続性を確保するためには、種子生産への支援を継続することも重要である。 
 

成果４：プロジェクト対象パイロット地域の陸稲栽培先進地域において、農家レベルで

の収穫後処理技術が改善される。 
プロジェクトは、2012 年に陸稲栽培を開始した中核農家や AVZ に対して、収穫後処理 
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技術に関する研修を実施している。また、ベースライン調査の結果や収穫後処理技術の短

期専門家からの助言に基づき、プロジェクトでは各パイロット・サイトに精米機を導入す

ることを決定した。精米機は、本調査実施時点で導入されたばかりか、導入を待っている

段階であり、今後どの程度活用されるか、現段階では未知数である。よって、成果４につ

いては、その達成に向けて活動が進んでいるものの、達成状況を検証するには時期尚早で

ある。 
 
（３）プロジェクト目標の達成度（見込み） 

プロジェクト目標：プロジェクト対象の 3 州のパイロット地域において、陸稲を栽培す

る農家が増加する。 
2011 年に実施されたベースライン調査で確認されたとおり、伝統的な稲作地帯であるマ

ケネネ地区を除き、対象地域の農民は陸稲の栽培を行ったことがない。陸稲は、プロジェ

クトの開始まで、ほとんどすべての農家にとって新しい作物であった。そうしたなかで、

プロジェクト活動の結果、既に 2,000 世帯以上の農家が陸稲を導入し、栽培を開始したこ

とは、プロジェクトの大きな成果であるといえる。これまでと同じペースで活動が実施さ

れれば、2014 年の協力期間終了までに、プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）

に設定された指標は満たされる可能性が高い。 
一方、プロジェクト目標の達成を確かなものとするためには、栽培を開始した農家が陸

稲生産を継続し、実際にコメの生産増に寄与するようになっていくことも必要である。そ

れが実現するための前提条件のひとつとして、国内で良質な種子が持続的に確保される（生

産される）ということがあるが、プロジェクトはこれまで機能していなかったカメルーン

の陸稲種子の生産体制を構築・強化することで、その実現に対しても大きく貢献している。

現行 PDM は、必ずしもこの点を的確に反映する内容とはなっていないので、見直しが必

要である。 
 
３－２ 評価結果の要約 
（１）妥当性：下記の分析に基づき、プロジェクト採択時同様、「高い」と判断された。 

・カメルーンの総合的な社会経済開発計画政策文書である『雇用と成長のための戦略文

書（GESP）』において、稲作振興が戦略重点分野として取り上げられている。また、

GESP に沿って農業・農村セクターの開発方針を規定している『農村開発戦略（RSDS）』
では、国内食糧生産の増大と国家・世帯レベルの食糧安全保障を実現するために、稲

作振興に取り組むことが述べられている。これら国家開発政策のもと、カメルーン政

府は『国家稲作振興戦略（NRDS）』を2009 年に策定し、コメの年間生産量を現状10万
t から 2018 年までに 63 万 t に増加させる目標をたてた。NRDS においては、コメの国

内生産を増加させるための戦略のひとつとして、陸稲振興が取り上げられている。こ

れらの分析に基づき、カメルーン政府の開発政策との整合性は、引き続き高いと判断

される。 
・カメルーンにおいてコメは、主食食品のひとつとして年々消費が増加していて、国内

需要は年間約 30 万 t（2009 年）と推計されている。一方、国内生産は、1980 年代に

ピークを迎えたのち、停滞あるいは低下してきており、近年は国内で消費されるコメ

の大半がアジア諸国からの輸入によって賄われている。政府としても、このような状

況に危機感を抱いており、コメの国内生産増に対する高いニーズがあることが分かる。

流通しているコメの値段が年々上昇していることから、農民の多くが自家生産を行い 
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たいと考えており、コメ生産増に対するローカルニーズが高いことが確認された。 
・アフリカ諸国における稲作振興は、ここ数年来、わが国 ODA の重点支援分野のひと

つとして取り組まれている。日本政府は CARD イニシアティブへの支援を行っている

が、カメルーンは CARD 第 1 グループの 1 つとして選ばれた国である。また、わが国

政府の対カメルーン援助政策では、農業・農村開発への支援を重点協力分野のひとつ

として設定している。このように、本件プロジェクトの、わが国援助政策との整合性

は高い。 
・わが国は稲作の長い歴史のなかで培われた先進的な技術を有しており、わが国が本プ

ロジェクトへの協力を行う技術的な優位性は、明らかに高いといえる。また、上述の

とおり、近年、わが国は CARD イニシアティブを通してアフリカでの稲作開発に力を

入れており、他国での類似プロジェクトの経験もわが国の優位性を高めるのに役立っ

ている。 
 
（２）有効性：下記の分析に基づき、「ある程度高い」と判断された。 

・4 つの成果のうち 3 つはプロジェクト終了までに達成される見込みが高い。一方、成

果４は、本調査時点で活動が始まったばかりであることから、その達成状況の判断は

時期尚早な段階である。全体的には、これまでと同じペースで活動が継続されれば、

目標とする数以上の農家が陸稲栽培を開始する見込みであることから、設定されたプ

ロジェクト目標の指標は満たされる可能性が高い。一方、AVZ や中核農家は、陸稲栽

培について経験が浅いことから、引き続き技術的なサポートを必要としている。 
・PDM で設定された成果とプロジェクト目標の論理関係（ロジック）は、おおむね良好

であったと判断される。設定された成果は、種子の確保、普及活動を行うスタッフと

農家の能力開発、収穫後処理技術の改善と陸稲栽培にかかわる主要な面をカバーして

おり、また設定された目標のレベルはこれらの成果に対して適切であると考えられる。 
・PDM に特定されている外部条件のうち、大きな干ばつなどが起きたとの事実は確認さ

れなかったが、AVZ や農家の多くが不安定な降雨パターンが作物の生育に悪影響を及

ぼしたことに言及していたことから、天候の影響はある程度あったものと推察される。

また、特に鳥による食害は、不安定な降雨とともに、多くの農民にとって大きな課題

であることが確認された。鳥害は播種時期を調整することで軽減できる可能性が高い

ので、プロジェクトとしては、今後、対応策を検討し、適切な技術指導を行っていく

予定である。 
 
（３）効率性：以下の分析により、本件プロジェクトの効率性は「高い」と判断された。 

・専門家の派遣、機材供与、C/P 研修、現地活動費の支出など、日本側からの投入はす

べて計画どおり実施されている。日本側からの投入の適性度について、C/P と専門家

によりおおむね問題はなかったと評価された。一方、C/P スタッフの配置、種子増殖

圃場や執務室など施設の提供、C/P 資金の支出などカメルーン側からの投入について

は、全般的に適性であったものの、特に活動費については低い評価を与える回答者が

多かった。 
・本プロジェクトは、種子増殖圃場（IRAD ほか）、研修・種子配布・モニタリング実施

のための普及サービスをはじめ、カメルーン政府が既にもつ施設や組織を有効に利用

することで活動が展開されている。特に、各地に配置されている AVZ を普及活動で効

果的に活用することが、短期間に受益農家の数を増やすうえで不可欠であったと考え 
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られる。このように、既存施設・組織を有効活用するアプローチが、プロジェクトの

効率性あるいは持続性を向上させるうえで、役立っているといえる。 
・現段階では、研修を受けた職員や AVZ の転勤や辞職がプロジェクト活動に影響するほ

どの規模で起きたとの事実は確認されていない。よって、PDM に特定されている外部

条件の影響はなかったといえる。 
 
（４）インパクト：現段階でのインパクトが予測は、以下のとおり。 

・プロジェクト目標が計画どおり達成され、3,000 世帯の農家が陸稲栽培に成功すれば、

プロジェクトは、「対象 3 州において陸稲の生産量が増加する」と設定されている上位

目標に対し、インパクトをもたらすことが期待できる。しかしながら、上位目標の指

標として合意された「年 1 万 1,000t の陸稲生産」については、プロジェクトで生産し

た保証種子が今のところ 31t 程度であり、またベースライン調査で確認された対象地

域での陸稲生産は、マケネネ地区の 236t のみであったことなど考慮すると、この数値

目標が達成されるためには、かなりの努力を要するといえる。 
・対象地域の農民は、プロジェクトが始まる前から、近くの店で売られているコメを購

入し、日常的に消費している。よって、陸稲の導入で、自家消費用のコメが自ら生産

できるようになれば、コメを購入する必要がなくなる。また、将来的に販売できる余

剰米を生産できるようになれば、現金収入に結びつく可能性もある。 
・プロジェクトは、まだ初期段階であるものの、当初予定されていなかったインパクト

が幾つかもたらされていることが確認された。陸稲栽培に対する関心は、パイロット

地域のみならず、パイロット地域外でも高まっており、プロジェクトに対して研修や

種子への要望が多く寄せられていることが報告されている。また、プロジェクトによ

る種子生産への支援は、MINADER 関係者の種子生産の重要性に対する認識を高める

のに役立っている。一方、マイナスのインパクトは、特に確認されていない。 
 
（５）持続性：以下の理由により、持続性の見通しは「中程度」と判断された。 

・政策・組織・制度面：プロジェクトはカメルーン政府の開発政策に沿って実施され 

ている。現状の政策が維持される限り、政策面での持続性は高いといえる。また、プ

ロジェクトは、既存の政府施設や制度を活用して実施されているので、組織・制度面

での持続性も確保されることが期待できる。 
・財政面：プロジェクト活動に必要な経費は、今のところ主に JICA からの財政的な支

援によって賄われているが、カメルーン側も陸稲生産の重要性にかんがみ、C/P 予算

を確保する努力を行っている。カメルーン側のこのような動きは、自助努力の表れと

みられ評価されるものの、種子生産や普及活動に必要な予算が将来にわたり確保され

るかどうかについては現段階では不透明である。一方、農家レベルの財政的な持続性

は、陸稲生産から生み出される便益の有無や多寡に左右されることが予測される。陸

稲を自ら生産した方が店で購入するよりコメを安く入手できる、または品質の良いも

のが入手できる、あるいは余剰生産物の販売で何らかの現金収入が得られる、といっ

た便益があれば、農民はプロジェクトや政府の補助がなくても、生産を継続すること

が見込まれる。 
・技術面：AVZ が研修や実際の普及活動を通して獲得する陸稲普及に関する知識・技術

は、プロジェクトに参加した AVZ が陸稲の普及に取り組む限り、持続的に役立つこと

が推測される。また、農民によって習得される陸稲生産技術は、農民が陸稲を栽培す 



vii 

る意志をもつ限り、永続的に役立つといえる。さらに、陸稲種子生産技術は、プロジ

ェクト終了後も C/P や種子生産関係者の間に残るので、政府が種子生産事業を継続す

る限り、持続することが期待される。陸稲の生産は、農民の知識や経験のみでなく、

天候や降雨をはじめとする自然条件など、多くの要因に左右される。政府が良質種子

の生産を持続できれば、カメルーンにおける陸稲生産の総合的な持続性は高くなるこ

とが期待できる。このように、技術面での持続性は、全般的に高いと見込まれる。し

かしながら、1 年余りというプロジェクトの残り期間は、技術の定着を確かなものと

する意味で、十分ではないことが予測される。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因／問題点及び問題点を惹起した要因 

本件プロジェクトが成果を達成するうえで貢献している要因として、特に以下を挙げること

ができた。 
① プロジェクト開始後、その成果によって、カメルーン側関係者（MINADER、IRAD）の

陸稲に対する関心が大きく高まったこと。 
② カメルーン C/P と日本人専門家の間の良好な協力関係が、プロジェクト開始直後より醸

成されてきたこと。 
③ 派遣された専門家の、西アフリカ地域における陸稲栽培にかかわる知識・技術が豊富で

あったこと。 
 

一方、当初予期していなかった阻害要因とその対応状況が、以下のとおり確認された。 
① 良質の陸稲種子が国内で入手できなかったことが、研修や種子配布などその後の活動の

開始を遅らせる要因となったこと。（→種子生産を行うことで対応） 
② 配置されている AVZ の数が十分でないため、対象地域、受益農家を効率的に拡大するこ

とができない地域があること。（→AVZ 増員の働きかけ、既に配置されている AVZ の活用

など） 
③ プロジェクトによる種子生産、あるいは農家の栽培は、大半が天水条件下で行われてい

ることから、作物の生育は天候によって大きく左右されること。（→播種時期の調整、2 回

分け播種などの技術指導など） 
 
３－４ 結論と提言 

本プロジェクトは、陸稲種子の調達方法をはじめ当初計画に対する変更はあったものの、カ

メルーン C/P と日本人専門家の協力により、これまでのところ順調に活動が展開され、予定さ

れた成果がもたらされつつあることが確認された。今後も、同じペースで活動が継続されれば、

プロジェクト目標も満足のいくレベルで達成されることが期待できる。一方、プロジェクト成

果を持続させるためには、取り組むべき課題もあることが観察されている。よって、より良い

結果をもたらすために、以下のとおりプロジェクト･チーム及び関係者に対し提言を行った。 
 
（１）自然条件やその他要因の影響を軽減させるためのモニタリングと分析 

対象地域において稲作栽培を始める農家が増えているが、自然条件やその他要因により

収穫に至れない農家が散見される。農家が継続して稲作を行うためにはまず、農家の努力

が収穫に結びつくことが前提となるため、プロジェクトは、研修を受けた農家に対し栽培

に係るモニタリング・分析を実施し、より多くの農家が収穫を上げられるよう支援をする。 
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（２）種子生産圃場拡大に対する技術的支援 
プロジェクトでは、普及活動の一環として種子配布を行っている。そのため、上位目標

達成に向けてはプロジェクトが現在もつ種子生産圃場に加え、更なる種子生産圃場の整備

が必要である。上位目標達成に向けた種子生産圃場拡大に関し、MINADER は、独自に計

画を作成し、予算をつけた。しかし、上記提言（１）検討課題にて記述のとおりカメルー

ンの種子生産能力は不十分であるため、プロジェクトは、この拡大分についても MINADER
予算及び既存の研修・施設活用の範囲内で技術的な支援をする。 

 
（３）農民組織の活用 

現在、プロジェクトでは個別農家を対象に普及活動をしているが、より多くの農家に普

及活動をするため、今後は農民組織（Cooperative）の活用をする。特に精米に関するデー

タ収集やマーケティングについて有効と思われる。 
 

（４）プロジェクト成果の拡大活用 
稲作普及の面的拡大は重要であり、本プロジェクトの他にも他ドナーによる支援が実施

されている。プロジェクト成果を広く活用させて、陸稲栽培普及を加速させることができ

ると考えられる。例えば国際農業開発基金（IFAD）は、本プロジェクト「熱帯雨林地域陸

稲振興プロジェクト（The Upland Rice Development Project of the Tropical Forest Zone in 
Cameroon：PRODERiP）」の対象州の西側に隣接する州で陸稲栽培を含む農業支援を行って

おり、このプロジェクトの成果や動向について高い関心があり、連携や成果の活用は可能

である。また青年海外協力隊（JOCV）等にもマニュアルや余剰種子を提供するなど幅広く

展開を図ることが必要。さらに、中央アフリカ共和国、コンゴ民主共和国、ガボン共和国

等の周辺国についても、必要に応じて成果を活用する。 
 

（５）C/P ファンド経費の増額と支出の迅速化 
現在、C/P ファンドへの配分金額は不十分であると C/P 側から説明があった。プロジェ

クトの C/P ファンドへの配分金額の見直しと遅滞なく支出を行うための必要な手続きの確

認を行う。 
 

（６）プロジェクト期間の延長 
プロジェクト目標の確実な達成と上位目標に向けた体制強化を行うため、プロジェクト

期間を延長することが望ましい。延長期間における主な理由は以下のとおり。 
１） 継続栽培農家の確保：現在のプロジェクト期間（3 年間）内においても、プロジェク

ト目標の指標のとおりパイロットエリアにて 3,000 農家が継続的に陸稲を栽培するよう

になることは達成可能だと予想される。一方、農家がプロジェクト終了後も陸稲を続け

て栽培するようになるためには、上記提言（１）のとおりモニタリング・分析の継続に

よる自然条件やその他陸稲の生育を阻害する要因の影響を軽減させることが必要とな

る。プロジェクト期間の延長により、第 2 年次・第 3 年次における新規農家に対するモ

ニタリングも可能となる。 
２） 種子生産能力強化の必要性：上記提言（１）検討課題にて指摘のとおり、今後陸稲を

普及させていくうえではカメルーンにおいて自ら優良な種子を継続的に供給できるよう

な体制を確保することが肝要である。 
３） プロジェクト成果の拡大活用：上記提言（４）のとおり、今後、プロジェクトの成果 
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をより国内外に発信し活用を促進させていく（中西部仏語圏アフリカの陸稲振興への貢

献も念頭に置く）。 
 

（７）PDM の見直し 
現行の活動を反映させるとともに、今後の達成状況を適切に評価するうえで必要となる

指標を以下のとおり追加した。 
１） プロジェクト目標の指標の変更：3 州のパイロット地域において計 3,000 世帯以上の農

家が陸稲栽培を開始し、プロジェクト期間内（延長期間を含む）に最低 2 回繰り返し栽

培をすること。 
２） 種子生産に係る指標及び活動の追加 
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第１章 中間レビュー調査の概要 
 
１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

カメルーン共和国（以下、「カメルーン」と記す）において農業は基幹産業であり、就業人口

の約 6 割（2001 年）、GDP の約 2 割（2009 年）を占めている。近年、コメの消費量増加（2008
年の推定で年間 25.7kg/人）の一方、国内生産は停滞し、コメ生産面積は 4.4 万 ha、生産量は 10
万 t（2007 年、平均収量 2.27t/ha）にとどまるなか、2007 年には 47 万 t 以上のコメが輸入されて

いる。カメルーンにおける主な農作物は、北部のミレット・ソルガム、中部から南部にかけての

トウモロコシ、南部のバナナ・イモ類であり、これらの作物が主食となっているが、近年、大都

市圏を中心にコメの消費が急速に広まりつつあり、食糧安全保障の観点から、国内コメ生産の振

興が急務となっている。2008 年 10 月に実施された第 1 回「アフリカ稲作振興のための共同体

（Coalition for African Rice Development：CARD）」本会合において、カメルーンは第 1 グループ支

援対象国に選定され、当該国の「国家稲作振興戦略（National Rice Development Strategy：NRDS）」
も策定されている。CARD 対象国においては、それぞれの NRDS の下、コメ増産に向けた新たな

取り組みを開始することが期待されており、独立行政法人国際協力機構（JICA）は CARD 取り組

みの推進に積極的に取り組んでいる。しかし、カメルーンの稲作分野に対しては、これまで JICA
協力が実施されていなかったことから、2009 年 6 月、コメ・セクターの現状を把握するとともに

当該分野への日本の協力方針を策定することを目的とした協力準備調査が実施された。 
当該調査の結果、カメルーンの灌漑稲作地帯である北部、及び西部の生産米の多くが国外に流

出し、コメの大消費地である南部のヤウンデ、ドゥアラといった大都市に供給されていないこと、

南部の熱帯雨林地帯は気候的に陸稲栽培に適するものの開発が進んでいないことなどが明らかと

なり、こうした背景から、カメルーン南部における大都市へのコメ供給をめざした稲作振興の必

要性が提言された。本提言を受けたカメルーン政府は、首都ヤウンデのある中央州と隣接する東

部州・南部州の３州における稲作（陸稲）振興を目的とした技術協力プロジェクトを、わが国に

対し要請した。 
これを受けて本プロジェクトは、農業・農村開発省（Ministry of Agriculture and Rural 

Development：MINADER）をカウンターパート（Counterpart：C/P）機関として、2011 年 5 月よ

り 2014 年 5 月までの 3 年間の予定で実施されており、現在、短期専門家 2 名（チーフアドバイザ

ー、収穫後処理）及び長期専門家 2 名（研修／プロジェクト管理、陸稲栽培技術／普及）を派遣

中である。プロジェクトは、全体協力期間の中間時点に達したことから、以下を目的とする中間

レビュー調査が実施された。 
 
（１）プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）及び活動計画に基

づき、プロジェクトの投入実績、活動実績、成果・プロジェクト目標・上位目標の達成状況

（見込み）について確認する。 
 
（２）PDM の指標部分について見直しを行う。 
 
（３）実施プロセスを整理するとともに、評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト及

び持続性）の観点から分析を行う。 
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（４）プロジェクト実施上の課題及び問題点を抽出するとともに、今後、プロジェクト終了まで

に取るべき方策についての提言事項を取りまとめる。 
 
（５）協議結果について、カメルーン側との合意事項として評価レポートに取りまとめる。 
 
（６）必要に応じてカメルーン側の代表者と評価レポートの主要部分について、協議議事録

（Minutes of Meeting：M/M）により合意する。 
 
１－２ 調査団の構成と調査期間 

中間レビュー調査は、本邦からの調査団員とカメルーン政府評価メンバーから成る合同チーム

によって 2013 年 2 月 18 日から 3 月 8 日の 19 日間（現地調査）にわたり実施された。合同チーム

メンバーの構成は、以下のとおりであった。 
 
＜カメルーン側メンバー＞ 

氏 名 調査団での担当 所属・職位 
Ms. Christine 
PEDHOM 

団 長 Sub-director of Seeds and Seedlings, Department of 
Agricultural Development（DDA）, Ministry of Agriculture 
and Rural Development（MINADER） 

Mr. Justin NANTIA 団 員 Study Engineer No1, Seeds and Seedlings, DDA, 
MINADER 

Mr. Yves Narcisse 
TCHOUALAK 
PECHEU 

団 員 Assistant Research Officer, Directorate General of Planning 
and Regional Development, Ministry of Economy, Planning 
and Regional Development（MINEPAT） 

 
＜日本側メンバー＞ 

氏 名 担当分野 所属・職位 現地派遣期間 
栗栖 昌紀 団長／総括 JICA 農村開発部乾燥畑作地帯課 

企画役 
2013 年 2 月 24 日～3 月 6 日

鈴木 篤志 評価分析 A&M コンサルタント有限会社 
シニアコンサルタント 

2013 年 2 月 18 日～3 月 8 日

笹部 佳江 計画管理 JICA 農村開発部乾燥畑作地帯課職員 2013 年 2 月 24 日～3 月 6 日

 
１－３ 調査日程 

調査日程は、付属資料１「M/M」に含まれる「合同中間レビュー調査報告書」の ANNEX I に
示されたとおり。 
 
１－４ 主要面談者 

現地調査期間の主要面談者リストは、付属資料２に示した。 
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１－５ 対象プロジェクトの概要 

（１）上位目標 
プロジェクト対象 3 州において陸稲の生産量が増加する。 

 
（２）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標） 

プロジェクト対象の 3 州のパイロット地域において、陸稲を栽培する農家が増加する。 
 
（３）プロジェクトの成果 

成果１：プロジェクト圃場における栽培試験により、普及のための陸稲品種・陸稲栽培技

術が決定される。 
成果２：陸稲栽培普及のための、様々なレベルの関連職員と農業普及員が育成される。 
成果３：プロジェクト対象 3 州のパイロット地域を中心に、陸稲栽培が促進される。 
成果４：プロジェクト対象パイロット地域の陸稲栽培先進地域において、農家レベルでの

収穫後処理技術が改善される。 
 
（４）活 動 

1-1 陸稲品種・陸稲栽培技術に関わるベースライン調査を実施する。 
1-2 プロジェクトの試験／展示のための圃場を設置する。 
1-3 適切な陸稲品種選定のために必要な栽培試験を実施する。 
1-4 ネリカを含む陸稲種子について、栽培技術を特定するために必要な栽培試験を実施す

る。 
1-5 陸稲栽培普及に用いる適切な陸稲品種を特定する。 
1-6 陸稲栽培普及のための陸稲栽培技術を決定する。 
1-7 特定された陸稲品種と栽培技術を発表するセミナーを開催する。 
2-1 陸稲栽培普及のための人的資源、及び地方農業局のニーズに関するベースライン調査

を実施する。 
2-2 研修に必要な陸稲栽培展示をプロジェクト圃場にて実施する。 
2-3 3 州における優先普及のためのパイロット地域を定める。 
2-4 地方農業局からの意見聴取を通し、陸稲栽培研修の実施計画を策定する。 
2-5 地方農業局のニーズに基づき選抜された地方農業局の関係者に対し、プロジェクト圃

場における陸稲栽培研修を行う。 
2-6 地方農業局のニーズに基づき選抜された農業普及員に対し、プロジェクト圃場におけ

る陸稲栽培研修を行う。 
2-7 パイロット地域の選抜された中核農民向けに、プロジェクト圃場における陸稲栽培研

修を行う。 
3-1 活動に必要な陸稲種子を確保する。 
3-2 パイロット地域における農業普及員と中核農民による一般農民向けの現場研修（オン

ファームトレーニング）の実施計画を策定する。 
3-3 実施計画に基づき、パイロット地域における一般農民向けの現場研修（オンファーム

トレーニング）を、中核農民の圃場を使って実施する。 
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3-4 パイロット地域以外の地方農業局を含め、各地方農業局のニーズに基づき、地方農業

局による陸稲普及活動への支援（種子供給、技術支援）を行う。 
3-5 プロジェクト対象 3州において陸稲栽培普及に取り組むNGO等との連携を検討する。 
4-1 収穫後処理技術、及び陸稲米のマーケティングに関するベースライン調査を実施する。 
4-2 陸稲栽培が先行導入された地域に対し、陸稲栽培の普及状況に応じ、収穫後処理に関

わる支援を行う。 
4-3 収穫後処理機材の利用状況に基づく、郡農業局・農業普及員による陸稲米生産・収穫

後処理のモニタリング体制を構築する。 
 
（５）実施期間 

2011 年 5 月～2014 年 5 月（3 年間） 
 
（６）対象地域 

中央州・東部州・南部州 
 
（７）C/P 機関 

農業・農村開発省（MINADER）  
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第２章 中間レビュー調査の方法 
 
２－１ レビュー調査の視点と手法 

本中間レビュー調査は、「新 JICA 事業評価ガイドライン 第 1 版」（2010 年 6 月）に沿って、

JICA プロジェクトのマネジメント・ツールとして用いられる「PDM」に基づき、以下の手順で

実施した。 
① プロジェクトの現状把握・検証（投入・実績・実施プロセスの確認） 
② 評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）による進捗のレビュー 
③ 上記評価結果に基づく今後の活動に対する提言の取りまとめ 

 
２－２ 調査項目と方法 

２－２－１ 調査項目 
本レビューの主な調査項目は、以下のとおりであった。 

 
（１）プロジェクト実績の確認 

プロジェクトの投入実績、活動実績、成果の現状、プロジェクト目標の達成見込みを確

認、検証した。 
 

（２）プロジェクト実施プロセスの確認・検証 
プロジェクト実施プロセスを検証するために、プロジェクト活動を円滑にするために工

夫されたこと、モニタリングのための仕組みの有無、プロジェクト関係者（日本人専門家、

カメルーン C/P スタッフ、その他プロジェクト関係者）間の連携状況などを確認した。 
 

（３）評価５項目の視点からの分析 
プロジェクトの実績と実施プロセスの確認・検証を通して収集した情報を基に、評価５

項目の視点からプロジェクトを評価した。評価５項目の視点の概要は、以下に示したとお

りである。 
 

項 目 定 義 

妥当性 プロジェクトのめざしている効果（プロジェクト目標や上位目標）が受益者の

ニーズに合致しているか、問題や課題の解決策として適切か、被援助国及び日

本側の政策との整合性はあるか、プロジェクトの戦略・アプローチは妥当か、

公的資金である ODA で実施する必要があるかなどといった「援助プロジェク

トの正当性・必要性」を問う視点。 
有効性 プロジェクトの実施により本当に受益者もしくは社会への便益がもたらされ

ているのか（あるいは、もたらされるのか）を問う視点。プロジェクト目標は

達成される見込みか、それはプロジェクトの成果の結果もたらされる見込み

か、プロジェクト目標に至るまでの外部条件の影響はあるか、有効性を貢献・

阻害する要因は何か等を分析する。 
  



－6－ 

効率性 主にプロジェクトのコストと効果の関係に着目し、資源が有効に活用されてい

るか（あるいは、されるか）を問う視点。プロジェクト目標の達成度はコスト

（投入）に見合うか、より低いコストで達成する代替手段はなかったか、プロ

ジェクトの実施プロセスの効率性を阻害・促進する要因は何かなどを分析する。

インパクト プロジェクトの実施によりもたらされる、より長期的、間接的効果や波及効果

（上位目標の達成度を含む）をみる視点。予期していなかった正・負の効果・

影響を含む。 
持続性 援助が終了してもプロジェクトで発現した効果が持続しているか（あるいは、

持続の見込みはあるか）を問う視点。 
 

２－２－２ 評価グリッドの作成と情報・データの収集 
上記の調査を実施するに先立ち、評価項目に沿った評価設問を設定した。それぞれの評価設

問に対して、必要な情報・データ、その情報源や収集方法について検討し、この結果を付属資

料１「M/M」に含まれる「合同中間レビュー調査報告書」の ANNEX II に示した評価グリッド

を作成した。本調査のための情報・データの収集は、作成した評価グリッドに沿って実施した。 
具体的な情報・データの収集方法は、以下のとおり。 

 
（１）既存資料のレビューと分析 

プロジェクトに関する以下の資料をレビューし、分析に活用した。 
・「詳細計画策定調査報告書」（2011 年 1 月） 
・「技術協力プロジェクト実施運営総括表 第 1～3 回」（2011 年 11 月/2012 年 5 月/12 月） 
・「プロジェクト月例報告書」（2011 年 6 月～2012 年 12 月分） 
・「専門家業務完了報告書」（長澤・中條短期専門家） 
・ プロジェクト作成による中間評価資料（ 投入実績・実施プロセス・活動実績及び

成果・評価５項目に沿ったプロジェクトの自己評価・プロジェクト期間中に作成さ

れた成果品：研修教材、マニュアル等一覧・後の活動計画） 
・「対カメルーン共和国 国別援助方針」（2012 年 12 月） 
・「雇用と成長のための戦略文書（Growth and Employment Strategy Paper：GESP）」（2009） 
・「国家稲作振興戦略（National Strategy for Rice Growing in Cameroon：NRDS）」（March 

2009） 
・「農村開発戦略（Rural Sector Development Strategy：RSDS）」 

 
（２）プロジェクト関係者への質問票（アンケート）調査 

現地調査に先立ち、評価分析を担当する団員が、プロジェクトの実績、実施プロセス、

評価５項目に関する質問票を作成し、事前にプロジェクト関係者（カメルーン C/P と日本

人専門家）に回答を依頼した。 
 

（３）プロジェクト関係者に対するインタビューの実施 
現地調査中は、可能な限り関係者（C/P、日本人専門家、MINADER 大臣・計画局、他ド

ナー）並びに受益者〔対象地域の農業普及員（Field Extension Officer：AVZ）、中核農家、
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研修参加者など〕に面会し、報告書や質問票から得られない情報の補完的な収集に努めた。 
 

（４）プロジェクト合同中間レビュー調査報告書の作成と署名 
調査結果に基づき英文「合同中間レビュー調査報告書（Joint Mid-Term Review Report）」

（付属資料１を参照）を作成し、双方の団長により署名が行われた。 
 

２－２－３ レビューに用いた PDM 
本プロジェクトの基本計画を示す PDM については、プロジェクト開始後に討議議事録

（Record of Discussions：R/D）署名時に作成したオリジナルバージョン（Ver. 0）に対して、プ

ロジェクト関係者らによって指標数値が加えられ、2012 年 6 月 19 日に第 2 回合同調整委員会

（Joint Coordinating Committee：JCC）にて承認された（Ver. 1）。Ver. 1 には、指標値が合意され

た以外、プロジェクトの枠組みにかかわる大きな変更はなかった。本レビュー調査は、便宜上、

Ver. 1 に基づき実施した。PDM の英語版は付属資料１「M/M」に含まれる「合同中間レビュー

調査報告書」の ANNEX II、日本語版は付属資料３として添付した。 
 
２－３ 調査の制約・限界 

本中間レビューでは、可能な限り客観的かつ包括的な情報・データの入手に努めたが、限られ

た時間内での調査と分析のため、以下に示すような制約があった。 
 
（１）本件プロジェクトでは、対象地域にパイロット・サイトとして 10 カ所が選定されており、

各サイトの農業事務所職員や AVZ に対して研修を実施している。このため、プロジェクトに

関係しているカメルーン側関係者は C/P としてアサインされているスタッフ以外にも総勢

100 名近く（郡・県レベルを含む）になるが、時間の制約もあり限られた数のスタッフに対

してしか直接インタビューを実施できなかった。 
 
（２）調査期間中にプロジェクト前半に対象となったサイトを訪問し、活動に参加した最終受益

者（中核農家や一般栽培農家）からできるだけ多くの情報を得るよう努めたものの、直接イ

ンタビューを行うことができた受益者の数には限りがあったこと。 
 
（３）C/P、受益者とも大半の面談者とは、通訳（仏語－英語）を通してのコミュニケーション

が基本であり、短い時間でのインタビューから得られる情報は常に限られていたこと。また、

通訳の過程で生じるミスコミュニケーションから、誤った情報を得ていた可能性があったこ

と。 
 
（４）投入や活動の適性度といった価値判断については、アンケートの方法に工夫を加えるなど、

できる限り定量的、客観的な分析ができるよう努力をしたが、質・量的なデータが入手でき

ないケースも多々あった。そのような場合には、関連資料やアンケート、面談者の証言をレ

ビューチームが可能な限り客観的な視点から検証し、定性的な情報として調査結果に含めた。 
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第３章 プロジェクトの進捗状況 
 
３－１ プロジェクトの実績 

３－１－１ 投入の実績 
（１）カメルーン側 

カメルーン側からの、本プロジェクト実施に対する投入概要は以下のとおりであった。

詳細は、「合同中間レビュー調査報告書」の ANNEX IV（付属資料１を参照）にまとめた。 
１） C/P 人員の配置 

ヤウンデの MINADER 本省に 3 名、プロジェクト事務所に 2 名（プロジェクト専属）、

MINADER 東部・南部州、農業開発研究所（ Institute of Agricultural Research for 
Development：IRAD）から 3 名で、合計 8 名が C/P としてアサインされている。 

２） 施設・機材 
MINADER 本省にプロジェクト事務所建物、種子増殖圃場、種子貯蔵施設などの施設

が活動支援のために提供されている。 
３） 活動費の支出 

2012 年 C/P 資金として 5,000 万 F.CFA（約 865 万円）がカメルーン財務省から配分さ

れている（本中間レビュー調査時現在、支出の手続き中）。 
 

（２）日本側からの投入 
本レビュー調査時点における日本側からの投入実績概要は、以下のとおりであった。詳

細は、「合同中間レビュー調査報告書」の ANNEX IV（付属資料１を参照）にまとめた。 
１） 専門家の派遣 

長期専門家が 2 名、短期専門家 4 名（合計回数 11 回）が派遣された。 
２） 本邦・第三国研修 

本邦における稲作、農業機械分野の技術研修に合計 3 名が参加した。また、ウガンダ

共和国へ技術交流のために 4 名が派遣された。 
３） 機材調達・施設の補修など 

2012 年 11 月までに、オフィス機材、種子生産圃場管理農機具、収穫後処理機械、業

務車両などを中心に、総額約 3,730 万円（現地調達及び携行機材）が投入された。 
４） 現地活動費 

2012 年 11 月までに、総額約 3 億 8,382 万 4,000 F.CFA（6,978 万 6,000 円相当）の現地

活動費（在外事業強化費）が支出された。 
 

３－１－２ 活動の実績 
プロジェクトでは、当初合意された PDM 及び実施計画（Plan of Operations：PO）に沿って活

動が進められてきたことが、本レビュー調査を通して確認された。プロジェクトが作成してい

る進捗報告書（運営総括表・月例報告書）から得られた情報に基づき、これまでの活動の概要

を「合同中間レビュー調査報告書」の ANNEX V に取りまとめた。また、PO の当初計画と実績

を同報告書の ANNEX IV に示した（付属資料１を参照）。 
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３－２ 成果の達成状況 

PDM に示された各成果の達成状況の概要は、以下のとおりであった。 
 

（１）成果１ 

成果１ プロジェクト圃場における栽培試験により、普及のための陸稲品種・陸稲栽培技術が決定される。 
Upland rice varieties and cultivation techniques for extension are identified by experiments in project farm. 

指 標 達成状況・見込み 
1-1 普及する陸稲品種が 2 種類

以上特定される。 
At least 2 upland rice varieties 
are determined. 
 

 カメルーン研究者（IRAD 研究員）によって過去に実施された稲の品

種選定試験（参加型品種選定など）の結果に基づき、NERICA 3 と 8
が普及に適切な品種として選定された。よって、本指標は達成され

ている。 

1-2 普及する陸稲栽培技術の技

術文書が作成される。 
A document on techniques of 
upland rice cultivation for 
introduction and extension is 
established. 

 プロジェクト開始後、主に日本人専門家の陸稲（NERICA）について

の知識・経験をベースに重要な栽培技術が特定され、技術文書「や

さしいネリカの育て方」（仏語）として取りまとめられた。 

 文書の内容は、圃場での試験結果やその後の活動プロセスで得られ

た情報を基に、カメルーンの環境特性に合うよう手直しする作業が

定期的に行われている。 

 プロジェクト終了時までに、本指標は達成される見込みである。 

1-3 普及する陸稲栽培技術に係

る研修用資料が作成され

る。 
A document on techniques of 
upland rice cultivation for 
training is established. 

 上記の技術文書が、 IRAD での AVZ・中核農家向け指導者研修

（Training of Trainers：TOT）や、各パイロット・サイトにおける一

般農家向け研修時に活用されている。また、ポスター、紙芝居など

の普及用資料の作成も進んでいる。 

 本指標も、1-2 同様、終了時までに達成される見込みである。 

全般的な達成状況と見込み： 
 プロジェクトでは、開始直後から、IRAD の圃場にて NERICA の施肥試験や品種テストを実施してきた。

しかしながら、これらの試験からまとまった結果が得られるまでには一定の時間を要することから、上述

のとおり、既に実施されていた栽培試験の結果や専門家がもつ知識・経験をベースに、プロジェクトで普

及させる陸稲の品種選定や栽培技術の特定が行われた。したがって、本成果は当初想定されていたように、

必ずしも「プロジェクト圃場における栽培試験によって」という訳ではないものの、プロジェクト・チー

ムの柔軟な対応により設定された 3 つの指標はいずれも満たされ、本成果はプロジェクト終了時までには

達成される見込みである。 

 
（２）成果２ 

成果２ 陸稲栽培普及のための、様々なレベルの関連職員と農業普及員が育成される。 
Various layers of government officers and extension officers for promotion of upland rice cultivation are 
trained. 

指 標 達成状況・見込み 
2-1 陸稲栽培を指導できる、100

人以上の職員が養成される

（研修終了時に実施する陸

稲栽培理解度テストに合格

した者）。 
 

 2012 年 12 月までに、プロジェクトは MINADER 地方事務所（州・県・

郡）職員、AVZ、中核農家を対象とした TOT を IRAD にて 3 回実施

し、86 名の MINADER 職員が参加した。参加者の詳細は、表３－１

にまとめたとおりである。 

 



－10－ 

At least 100 staff capable of 
instructing in upland rice 
cultivation are trained. 
（Number of successful 
candidates of the test after 
training.） 

 2 回目、3 回目の研修では、終了時に内容の理解度をみるためのテス

トが実施された。テスト結果は、表３－１に示されるとおりで、ほと

んどすべての参加者が合格レベルに達していた。 

表３－１ MINADER 職員（AVZ 以外）への研修実績（2012 年） 

参加者の区分 

研修参加者の数（テスト合格者数） 
1 回目 2 回目 3 回目 

合 計 Feb. 7– 
Mar. 9 

May 9– 
May 31 

Oct. 2 – 
Nov. 15 

パイロット地域* 34 2（2） 14（14） 50（16） 
非パイロット地域 - 8（8） 28（28） 36（36） 

合 計 34 10（10） 42（42） 86（52） 
* 1 回目の研修の参加者は、MINADER 州・県・郡事務所の局長、AVZ のスーパーバイザーも含

まれており、これらの参加者に対して試験は実施されなかった. 
出典：プロジェクト進捗報告書 

 
 研修に参加した職員は 86 名、このうち試験を受け合格した者が 52 名

になる。プロジェクトでは、引き続き同様な研修を実施する計画であ

ることから、それらの研修が実施されれば、本指標は達成される見込

みである。 

2-2 陸稲栽培を指導できる、200
人以上の農業普及員が養成

される（研修終了時に実施

する陸稲栽培理解度テスト

に合格した者）。 
At least 200 extension 
officers capable of instructing 
in upland rice cultivation are 
trained. （Number of 
successful candidates of the 
test after training.） 

 AVZ は、上述の IRAD における TOT で、他の職員、中核農家とともに

研修に参加した。（実際には、1 回の研修中に参加者によって別のプロ

グラムが組まれているので、全く同じ研修に参加した訳ではない。）表

３－２にまとめたとおり、96 名の AVZ（AVZ 以外の現場スタッフ 7 名

を含む）が研修に参加し、91 名が研修後のテストに合格した。 

表３－２ AVZ への研修実績（2012 年） 

参加者の区分 

研修参加者の数（テスト合格者数） 
1 回目 2 回目 3 回目 

合 計 Feb.7– 
Mar. 9 

May 9– 
May 31 

Oct. 2 – 
Nov. 15 

パイロット地域* 25（25） 21（19）   （7）* 53（51） 
非パイロット地域 - 1（1） 42（39） 43（40） 

合 計 25（25） 22（20） 49（46） 96（91） 
* 3 回目の研修には、AVZ 以外の現場スタッフ 7 名（圃場技術者）が含まれる。 
出典：プロジェクト進捗報告書 

 
 プロジェクト報告書によれば、指標に設定された「200 名以上の普及

員」は、対象 3 州の全 AVZ の約 3 分の 2 以上であり、TOT が計画ど

おり実施されれば、達成不可能な数値ではない。よって、指標 2-1 同

様、プロジェクト終了時までの達成見込みは高い。 

2-3 研修を受けた中核農民のう

ち、200 名（または 30％）

以上の中核農民が研修で学

んだ技術を実践する。 
At least 200 trained key 
farmers （or 30％ of the 
trained key farmers） practice 
the techniques that they 
learned at the time of training 
by the project. 

 TOT に参加した AVZ は、それぞれ 2 名の中核農家を選定し、中核農

家は AVZ とともに同じ研修に参加した。（一部、プログラムは別々に

実施された。）これまでに中核農家への研修には、表３－３にまとめ

たとおり、既に 165 名の農家が研修に参加した。なお、中核農家には

理解度テストは実施されていない。 
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表３－３ 中核農家への研修実績（2012 年） 

参加者の区分 

研修参加者の数 
1 回目 2 回目 3 回目 

合 計 Feb.7– 
Mar. 9 

May 9– 
May 31 

Oct. 2 – 
Nov. 15 

パイロット地域 50 39 74 163 
非パイロット地域 - 2 0 2 

合 計 50 41 74 165 
出典：プロジェクト進捗報告書 

 
 研修に参加した 165 名の中核農家のうち、研修後の陸稲栽培の状況に

ついては、2012 年第 1 雨期の農家についてのみ、モニタリング情報

がまとめられていた。したがって、本指標にある「研修で学んだ技術

の実践」状況は 2012 年第 1 雨期に栽培を行った 50 農家についてのみ

検証が可能であった。研修で学んだ技術のうち 4 項目について、その

後の実践状況が確認されており、結果は表３－４に示されているとお

りであった。 

表３－４ 研修で学んだ技術を実践した中核農家（2012 年第 1 雨期） 

モニターされた 
技術項目 

各技術を実践した 
農家の数（総農家数） 

実践率（％） 

播 種 45（50） 90.0 
除 草 39（50） 78.0 
施 肥 11（50） 22.0 
収 穫 20（50） 40.0 

出典：プロジェクト進捗報告書 

 
 本指標については、今のところ収集されている情報が 1 作期に限られ

ているため、現段階で達成状況を判断するのは難しい。また、指標の

達成レベルを把握するために、モニターする技術項目の検証が必要で

ある。 

全般的な達成状況と見込み： 
 プロジェクトでは、各雨期前に TOT を実施することで、MINADER 職員、AVZ 及び中核農家への陸稲栽

培技術の知識・技術の移転が行われてきた。大半の研修参加者は、陸稲について学ぶ機会はプロジェクト

が始まる前まで皆無であったことから、TOT が稲栽培技術にかかわる知識・技術の向上に役立っているこ

とは疑いの余地はない。今回の調査期間中に出会ったすべての TOT 参加者が、研修内容について高く評

価していたことからもその事実が裏付けられる。よって、プロジェクトが今のペースで TOT を継続すれ

ば、プロジェクト終了時までに陸稲栽培普及のためのさまざまなレベルの人材が育成されることで、成果

２が達成される見込みは高いといえる。 

 一方、PDM に指標として設定されている「陸稲栽培を指導できる職員あるいは普及員」の厳密な意味で

の検証は、「研修終了時に実施する陸稲栽培理解度テスト」の結果だけでは困難であると考えられた。な

ぜなら、TOT に参加した職員や AVZ が、実際に「陸稲栽培を指導できる」ようになったかどうかは、参

加者が研修後に行う普及活動の成果（効果）まで検証する必要があるからである。この点に関し、プロジ

ェクト・チームは、TOT の後、各 AVZ と中核農家によってそれぞれのサイトで実施される一般の農家へ

の現地研修（成果３）へ可能な限り参加し、さまざまな助言を提供したり、リフレッシャー研修を行った

りしていると報告されており、こうしたフォローアップ活動によってある程度担保されると考えられる。

こうしたフォローアップは、プロジェクト後半も継続され、普及関係者の能力アップが確実に図られるこ

とが重要である。 

 



－12－ 

（３）成果３ 

成果３ プロジェクト対象 3 州のパイロット地域を中心に、陸稲栽培が促進される。 
Upland rice cultivation is promoted mainly in the pilot areas of the 3 regions through dissemination activities 
by key farmers, extension officers and staff of local office of MINADER. 
指 標 達成状況・見込み 

3-1 研修を受けた農業普

及員と中核農民によ

る現地研修が 200 回

以上実施され、延べ

9,000 名以上の農民が

研修に参加する。 
At least 200 field 
trainings are held by 
staff and key farmers, 
and at least 9,000 
farmers take part in the 
training. 

 IRAD における TOT で研修を受けた AVZ は、同じく TOT に参加した中核

農家と協力し、一般農家を対象とした現地研修を各雨期前に実施している。

プロジェクトの記録によれば、表３－５にまとめたとおり、これまでに

（2012 年の 2 作期）合計 71 回の現地研修が 10 カ所のパイロット・サイト

で実施された。 

表３－５ 一般農家への現地研修の実績（2012 年） 

パイロット・サイト 
作期ごとの現地研修参加農家数 
（実施された現地研修の回数） 

州 県 郡 第 1 第 2 合 計 
中 央 Lékié Evodoula 97（3） 125（4） 222（7） 

Obala（Zima） 37（1） 38（1） 75（2） 
Mbam-et- 
Inoubou 

Makénéné 
111（3） 179（5） 290（8） 

Mefou-et- 
Akono 

Akono 119（3） 185（5） 304（8） 
Ngoumou - 129（4） 129（4） 

Nyong-et- 
Mfoumou 

Akonolinga 
206（3） 292（5） 498（8） 

東 部 Kadey Batouri 142（4） 374（11） 516（5） 
Haut-Nyong Dimako 65（2） 92（3） 157（5） 

南 部 Mvila Ngoulemakong 64（2） 116（3） 180（5） 
Dja-et-Lobo Sangmelima 131（4） 135（5） 266（9） 

合 計 972（25） 1,665（46） 2,637（71） 
出典：プロジェクト進捗報告書 

 
 表に示されるとおり、既に 2,600 名を超える一般農家が、AVZ と中核農家

によって催された現地研修に参加した。本レビュー調査時点で、パイロッ

ト地域には 46 名の AVZ が配置されているので、これらの AVZ がプロジェ

クト終了までの 3 作期（2013 年 2 回、2014 年 1 回）に、これまでのペース

で新たな一般農家に対して現地研修を実施できれば、延べ 9,000 名という

本指標は達成可能とみることができる。（2013 年第 1 雨期以降は、46 名す

べての AVZ による現地研修の実施が可能となることから、これまでを上回

る数の一般農民の研修参加が見込まれる。） 

3-2 主に地方農業局、農業

普及員の活動を通し、

9,000 名以上の農民

が、配布された陸稲種

子を受けとる。 
At least 9,000 farmers 
receive upland rice 
seeds distributed by the 
project, mainly through 
activities of staff and 
extension officers of  
MINADER.

 過去 2 作期の間にプロジェクトから陸稲種子を受け取った一般農家の数

は、表３－６に示されたとおりであった。表３－５で示された現地研修に

参加した農家数より 20％ほど少ないが、これは現地研修に参加したものの、

種々の理由により種子の受け取りを辞退したか、播種を行わなかった農家

がいたからであった。 
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表３－６ 一般農家への種子配布の進捗（2012 年） 

パイロット・サイト 作期ごとの種子配布対象農家数 
州 県 郡 第 1 第 2 合 計 

中 央 Lékié Evodoula 95 119 214 
Obala 33 30 63 

Mbam-et-Inoubou Makénéné 91 128 219 
Mefou-et-Akono Akono 96 141 237 

Ngoumou - 129 129 
Nyong-et-Mfoumou Akonolinga 96 151 247 

東 部 Kadey Batouri 126 304 430 
Haut-Nyong Dimako 64 71 135 

南 部 Mvila Ngoulemakong 64 101 165 
Dja-et-Lobo Sangmelima 122 119 241 

合 計 787 1,293 2,080 
出典：プロジェクト進捗報告書 

 
 プロジェクト後半、計画どおり 9,000 農家に配布するために必要な種子が

生産されれば、本指標も上記 3-1 同様、達成されることが見込まれる。 

 プロジェクトの当初計画では、国内で配布用の陸稲種子を入手することが

想定されていたが、国内には品質の良い種子が十分量生産される体制が整

っておらず、入手自体が困難であることが、プロジェクト開始直後に判明

した。このため、プロジェクトは早い段階で種子増殖圃場を設置し、必要

な種子を自ら生産する方針とすることを決定した。この方針転換により、

対象地域内 4 カ所で種子増殖圃場が設置され、普及用に選定された NERICA 
3 と 8 の種子生産が行われてきた。プロジェクト開始からこれまでに、「合

同中間レビュー調査報告書」の ANNEX VI の表 VI-5（付属資料１を参照）

にまとめたとおり、総量 47t を超える種子（このうち配布用の保証種子

（certified seed）は 41.6t）が生産された。この種子調達方針の転換がなけ

れば、表３－６に示されたような配布は実現しなかったし、目標の 9,000
農家への配布も達成することは不可能であったと考えられる。 

全般的な達成状況と見込み： 
 プロジェクトが実施したベースライン調査には、プロジェクト開始前、陸稲栽培は中央州のマケネネ

（Makénéné）地区でのみ行われていたと報告されている。対象地域の大半の農家は、陸稲のみならず、稲

作自体の経験がなかった。プロジェクト開始後、2 年弱という短期間に、2,000 人を超える農家が研修を

受け、新たに陸稲の栽培を開始したことは、プロジェクトが達成した目覚ましい成果であるいえる。さら

に、技術指導を行う立場にある AVZ も含め、大半の政府職員は稲作にかかわる知識も経験ももっていな

かったが、プロジェクトはこうした政府職員が先進的な陸稲栽培技術についての知識･技術を習得するこ

とに対しても貢献している。このような活動の結果、陸稲は対象地域の農村社会に徐々に浸透しつつある

ことが、今回の調査でも確認された。したがって、陸稲栽培は対象 3 州のパイロット地域を中心に促進さ

れていることに疑問の余地はなく、成果３はプロジェクト終了前に満足のいくレベルで達成される可能性

が高い。 

 一方、残りの協力期間で、プロジェクトは栽培に成功する農家を増加させる努力を続ける必要がある。こ

れまでに収集されているモニタリング情報や、今回の調査期間中に行った AVZ や農家へのインタビュー

から、一定数の農家が陸稲栽培のいずれかの段階で栽培に失敗し、収穫に至っていないことが確認された。

その原因として、陸稲栽培にかかわる幾つかの課題（鳥や野生動物による食害、栽培途中の降雨不足、他

の作物との労力の競合、播種のタイミングなど）が指摘されている。多くの農家が、厳しい自然条件のな

かで農業を営んでいることを考慮すれば、こうした課題の存在は容易に理解される。一般的に、農家が新

しい技術なり、作物を採用するプロセスには長い時間が必要であることを考え合わせれば、最初から 100％
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の成功を期待することは現実的ではないものの、栽培に成功する農家を増やす取り組みは、対象地域に作

物を定着させていくためには欠かせないと考えられる。 

 上記 3-2 で述べたとおり、本成果の達成は、プロジェクトの当初計画にはなかった種子生産体制の確立に

よる種子の独自確保というプロジェクトの努力によって可能となった点には留意すべきである。このプロ

セスで、実地訓練（On-the-Job Training：OJT）によりカメルーン C/P と MINADER 関係技術者の能力アッ

プが進んでいることも事実である。プロジェクト終了後の持続性を確保するためには、種子生産への支援

を継続することが重要である。 

 
（４）成果４ 

成果４ プロジェクト対象パイロット地域の陸稲栽培先進地域において、農家レベルでの収穫後処理技術が

改善される。 
Post-harvest techniques at the farm level are improved in the advanced pilot areas. 
指 標 達成状況・見込み 

4-1 収穫後処理機材が導入

された地域の地方農業

局職員、農業普及員等、

計 46 名以上に対し、収

穫後処理・マーケティ

ングに係る研修が実施

される。 
The total number of 
staff, extension officers 
and the other persons 
concerned trained on 
post-harvest by the 
project amounts to at 
least 46. 

 IRAD で実施された TOT では、陸稲栽培技術研修の一環として、収穫後処

理・マーケティングに係るモジュールが含まれており、参加者（MINADER
職員 86 名、AVZ 96 名）が、研修を受けた。 

 その他、TOT に参加し、2012 年第 1 雨期、あるいは第 2 雨期に陸稲栽培

を開始した中核農家と AVZ に対して、表３－７に示されるとおり、収穫

後処理技術に係る一日研修が実施された。この研修では、改良型木臼の利

用方法についても研修が行われるとともに、サンプルの木臼が手渡され

た。 

表３－７ 収穫後処理技術に係る研修の実績（2012 年） 

参加者の数 
1 回目 

（Jul. 3–5） 
2 回目 

（Dec. 4–6） 
合 計 

79 61 140 
出典：プロジェクト進捗報告書 

 
 指標で設定された目標は、最低 46 名の参加者に収穫後処理技術の研修を

実施することであったので、この指標は既に達成されている。 

4-2 プロジェクトに支援さ

れた陸稲栽培先進地域

において、精米の破砕

米率が 20％低下する。

At least 20％ of broken 
rice rate is decreased in 
the advanced pilot areas 
supported by the Project. 

 プロジェクト・チームによる現地サンプル調査によれば、対象地域内で既

存の精米業者が操業するマケネネ地区では、表３－８に示されるとおり、

胴割れ米の率が 27％であった。この胴割れ米率を収穫後処理技術の改善

（収穫のタイミングや乾燥プロセス）により低下させることで、破砕米率

を低下させることが可能となる。破砕米率は、同じサンプル調査で 72％
程度と確認されたことから（表３－９）、目標は 14.4％（72 x 20％）低下

させ 58％とすることである。 

表３－８ 胴割れ米率のベースラインデータ 

 サンプルごとのコメの量（g）  
コメの状態 1 2 3 4 合計（％） 
胴割れ 1.6 1.6 1.4 1.1 5.7（27） 
正常 4.0 3.0 3.4 5.2 15.6（73） 

出典：プロジェクト進捗報告書 
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表３－９ 破砕米率のベースラインデータ 

Type of Machine SB10 Engelberg 
Head rice 28 25 
Broken rice（％） 72 75 

出典：プロジェクト進捗報告書 

 
 本指標はベースラインデータが確定した段階で、達成状況の検証は不可能

であった。終了時評価調査に向け、同様なデータが収集される必要がある。

4-3 プロジェクトに支援さ

れた陸稲栽培先進地域

において、異物混入率

が 50％低下する。 
At least 50％ of alien 
substance of polishing 
rice is decreased in the 
advanced pilot areas 
supported by the Project. 

 プロジェクト・チームの調査で、マケネネ地区における、収穫後処理後の

コメの異物混入率は 2％程度と確認された。本指標の目標は、収穫後処理

技術の改善により、現状の混入率を 50％低下させ、1％とすることである。

4-4 収穫後処理機材の設置

場所において、1,400 名

以上の農家の陸稲栽培

状況（農家戸数、栽培

面積、収穫量等）、収穫

後処理状況等に係るデ

ータが収集される。 
Data of more than 1,400 
upland rice farming 
households on upland 
rice cultivation and 
improved conditions of 
post-harvest operations 
is collected at the spots 
where the post-harvest 
materials have been 
installed. 

 プロジェクトは、精米機を最初に導入したアコノ地区にて、本指標に設定

されている陸稲栽培状況、収穫後処理状況等に係るデータの収集を行っ

た。現段階では、21 名分のデータが集まっていることが確認されている。

（同地区では、2012 年、96 名の農家が陸稲栽培を開始し、55 名が収穫し

た。） 

 同様の精米機が他のパイロット・サイト 7 カ所へ順次導入されつつある。

プロジェクトでは、各導入サイトから最低 200 農家のデータを収集するこ

とを目標としていて、計画どおりに進めば、全体で 1,400 以上の農家から

のデータが収集される見込みである。 

 この目標が達成されるかどうかは、データのモニタリングが機能するかど

うかにかかっているが、それは、陸稲栽培農家数、そのうち収穫後処理の

ために精米機のある場所までコメをもってくる農家の割合、データの記録

状況など、複数の要因に影響されることが想定される。 

全般的な達成状況と見込み： 
 ベースライン調査の結果や収穫後処理技術の短期専門家からの助言に基づき、プロジェクトでは各パイロ

ット・サイトに精米機を導入することを決定した。精米機は、本調査実施時点で導入されたばかりか、導

入を待っている段階であり、今後どの程度活用されるか、現段階では未知数である。 

 よって、成果４については、その達成に向け活動が進んでいるものの、達成状況を検証するには時期尚早

である。 

 
３－３ プロジェクト目標の達成見込み 

上記、成果の達成状況を踏まえ、プロジェクト目標の達成見込みは、以下のとおりである。 
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プロジェクト 
目標 

プロジェクト対象の 3 州のパイロット地域において、陸稲を栽培する農家が増加する。 
The total number of upland rice farmers in the project pilot areas increases. 

指 標 達成状況・見込み 
1. プロジェクト終了時、3 州の

パイロット地域において計

3,000 世帯以上の農家が陸稲

栽培を開始する。 
At least 3,000 farmers start to 
cultivate upland rice in the 
pilot areas in the three regions. 

 成果 3 のところで述べたとおり、プロジェクトは 9,000 世帯以上の農

家への種子の配布を行うことを目標としている。その 3 分の 1 の農家

が栽培に成功し、コメを収穫できると仮定すると、「3,000 世帯の農家

が陸稲栽培を開始する」とする本指標が達成されることになる。この

文脈からすると、この指標で使われている「開始する」との表現は適

切ではなく、「栽培に成功する」といったニュアンスが強いと考えら

れる。 

 既に述べたとおり、プロジェクトの種子増殖圃場で必要な種子が計画

どおり生産されることを前提に、目標の 9,000 世帯以上の農家が種子

を入手することが見込まれる。これまでの実績をみる限り、十分量の

種子が生産できる可能性は高いが、天水依存での栽培であることから

リスクもある。また、種子を受け取った農家の 3 分の 1 が収穫に成功

するとの前提は、栽培農家のモニタリング情報が集まっていないので

何ともいえない。2012 年第 1 雨期では 60％を超える農家が収穫したこ

とが確認されており、このレベルが今後も維持されれば、目標の 3,000
世帯の農家という指標も達成される見込みが高い。 

全般的な達成状況と見込み： 
 2011 年に実施されたベースライン調査で確認されたとおり、伝統的な稲作地帯であるマケネネ地区を除

き、対象地域の農民は陸稲の栽培を行ったことがない。陸稲は、プロジェクトの開始まで、ほとんどすべ

ての農家にとって新しい作物であった。そうしたなかで、プロジェクト活動の結果、既に 2,000 世帯以上

の農家が陸稲を導入し、栽培を開始したことは、プロジェクトの大きな成果であるといえる。PDM には、

プロジェクト目標の達成度を測る指標としてひとつだけ設定されており、これまでと同じペースで活動が

実施されれば、2014 年の協力期間終了までに、この指標は満たされる可能性が高い。 

 一方、プロジェクト目標（「陸稲を栽培する農家が増加する」）の達成を確かなものとするためには、指標

として設定されている栽培を開始する農家の数が増えるだけなく、栽培を開始した農家が陸稲生産を継続

し、実際にコメの生産増に寄与するようになっていくことも必要である。それが実現するための前提条件

のひとつとして、国内で良質な種子が持続的に確保される（生産される）ということがあるが、プロジェ

クトはこれまで機能していなかったカメルーンの陸稲種子の生産体制を構築・強化することで、その実現

に対しても大きく貢献している。現行 PDM は、必ずしもこの点を的確に反映する内容とはなっていない

ので、見直しが必要である。 

 以上のとおり、プロジェクトは開始後、目覚ましい成果を達成しているが、長いスパンで陸稲栽培を農民

の間に定着させていくための取り組みを更に継続することも大切である。現状では、陸稲栽培を開始した

ものの、収穫には至っていない農家が一定数いることも事実である。上位目標に設定されている「陸稲の

生産増」に対し、目に見えるインパクトをもたらすためには、農家が直面する課題をできるだけ軽減し、

成功農家の数を増やす取り組みが不可欠と考えられる。 

 
３－４ プロジェクトの実施プロセス 

（１）プロジェクトの実施体制 
プロジェクトは、MINADER の調査・協力・計画局（Department of Studies, the Programs and 

Cooperation：DEPC）をメインの実施機関とし、MINADER の他の関係部局及び、科学技術・

革新省（Ministry of Scientific Research and Innovation：MINRESI）の IRAD を協力機関として

実施されている。主な関係部局と役割は、以下のとおりである。 
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１） 調査・協力・計画局（DEPC） 
プロジェクトの運営管理全般に責任をもつ。DEPC 局長が「プロジェクト・ディレクタ

ー」に、同局プロジェクト・プログラムユニット長が「プロジェクト・マネジャー」に任

命されている。 
２） 農業組織・営農支援局（Department of Agricultural Professional Organizations and the Support 

to the Agricultural Exploitations：DOPA） 
農業普及サービスの監督機関である。農業普及サービス課長が、「サブ・プロジェクト・

マネジャー」に任命されている。 
３） 資材及び農産物品質管理・規制局（Department of Regulation, of Control of Quality of Inputs 

and Agricultural Products：DRCQIP） 
種子の品質管理、認証に責任をもつ。プロジェクトで生産される配布用種子は、同局の

検査員によって検査、認証される。 
４） 農業研究開発所（IRAD） 

育成者種子・原々種種子の生産に責任をもつ。プロジェクトは、同局の施設・圃場を活

用し、種子増殖（主に原々種・原種種子）を行うとともに、AVZ・中核農家向け TOT を実

施している。 
５） MINADER 地方事務所（州・県・郡） 

一般農家の選定と研修、種子の配布、モニタリング、精米機の設置・維持・管理など現

場における活動は、対象地域の MINADER 地方事務所を通して実施されている。特に、郡

レベルの事務所に所属する AVZ は、農民を対象とする普及活動を進めるうえで中心的な役

割を果たしている。プロジェクトはまた配布用種子（保証種子）の増殖を MINADER 地方

事務所所有の圃場（南部州－州農業学校・農業祭跡地、東部州－県種子センター）で行っ

ている。 
 
（２）実施体制の有効性 

調査に際し実施したアンケートによれば、表３－10 に示されるとおり、プロジェクト・チ

ーム・メンバーは、プロジェクトの実施体制をおおむね効果的であると考えている。 
 

表３－10 実施体制に対する評価結果 

回答者の 
カテゴリー 

適性度に係る評価 
とても適性 ある程度適性 あまり適性でない 分からない 無回答 

カメルーン C/P 
（n=5） 

1 4 - - - 

専門家（n=4） 3 1 - - - 
合計（n=9） 4 5 0 0 0 

 
プロジェクト全般の進捗・課題は、MINADER 関係部局の局長らをメンバーとする「合同

調整委員会（JCC）」の場で共有される一方、技術に係る課題は、「技術委員会（Technical 
Committee：TC）」にて議論される。これまでに各委員会は 2 回実施された。アンケート調査

によれば、表３－11 が示すとおり、これらの会合の回数は適切であったと認識されている。 
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表３－11 運営管理のための会議開催頻度に対する評価結果 

回答者の 
カテゴリー 

適性度に係る評価 
とても適性 ある程度適性 あまり適性でない 分からない 無回答 

カメルーン C/P 
（n=5） 

5 - - - - 

専門家（n=4） 4 - - - - 
合計（n=9） 9 0 0 0 0 

 
プロジェクト・チーム・メンバー間の良好な関係が、プロジェクトの順調な運営に貢献す

る要因として働いていることが確認された。アンケート調査によれば、表３－12 に示される

とおり、カメルーン C/P と日本人専門家とのコミュニケーションは、おおむね良好であった

とみられている。 
 

表３－12 チーム内のコミュニケーションに対する評価結果 

回答者の 
カテゴリー 

適性度に係る評価 
とても適性 ある程度適性 あまり適性でない 分からない 無回答 

カメルーン C/P 
（n=5） 

1 4 - - - 

専門家（n=4） 1 3 - - - 
合計（n=9） 2 7 0 0 0 

 
（３）実施プロセスにおける貢献要因 

プロジェクトは、国内で配布用の陸稲種子を入手することを想定した当初計画を見直し、

早い段階で必要な種子を自ら生産する方針とする決定を行った。十分な量の良質種子の確保

が、研修や種子配布などすべてのプロジェクト活動の前提となっていたことから、この方針

転換の決定はその後の活動の展開に重要な意味をもっていたと考えられる。この意味で、種

子調達に関する早い段階での方針転換を実施プロセスにおける貢献要因として指摘できる。 
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第４章 評価５項目の評価結果と結論 
 
４－１ 妥当性 

妥当性は、以下の理由により引き続き「高い」と判断される。 
 
（１）開発政策・制度との整合性 

稲作振興は、カメルーン政府の社会経済開発政策において、重点分野のひとつと位置づけ

られている。第 2 次 PRSP（貧困削減戦略文書）として 2009 年に策定された『雇用と成長の

ための戦略文書（GESP）』は、カメルーンの総合的な社会経済開発の目的や戦略を規定して

いる政策文書であるが、政府は同文書において、稲作振興を戦略重点分野として取り上げて

いる。GESP に沿って農業・農村セクターの開発方針を規定している『農村開発戦略（RSDS）』
では、国内食料生産の増大と国家・世帯レベルの食糧安全保障を実現するために、稲作振興

に取り組むことが述べられている。これら国家開発政策の下、カメルーン政府は『国家稲作

振興戦略（NRDS）』を 2009 年に策定し、コメの年間生産量を現状 10 万 t から 2018 年までに

63 万 t に増加させる目標をたてた。NRDS においては、コメの国内生産を増加させるための

戦略のひとつとして、陸稲振興が取り上げられている。今回のレビュー調査では、農業大臣

（MINADER）にインタビューを行う機会があったが、大臣はプロジェクトの貢献に感謝の

意を表明されるとともに、引き続き政府として稲作振興を重視していく意向であることに言

及された。 
これらの分析に基づき、カメルーン政府の開発政策との整合性は、プロジェクト採択時と

変わらず、引き続き高いと判断される。 
 
（２）ローカルニーズに対する妥当性 

カメルーンにおいてコメは、主食食品のひとつとして長年にわたり消費されてきた。2008
年に実施された世帯調査（ECAM 3）によれば、1 人当たりのコメの消費量は都市部で平均

37.3kg/年、農村部で 19.4kg/年と報告されている。NRDS には、コメの国内需要は年間約 30
万 t（2009 年）と推計されている。一方、コメの国内生産は、1980 年代にピークを迎えたの

ち、停滞あるいは低下してきており、近年は国内で消費されるコメの大半がアジア諸国から

の輸入によって賄われている。2009 年のコメの輸入量は、47 万 t に達したとのことである。

政府としても、このような状況に危機感を抱いており、コメの国内生産増に対する高いニー

ズがあることが分かる。今回の調査中に行ったインタビューでも、農民の多くが流通してい

るコメの値段が年々上昇していることから、自家生産を行いたいと回答したことからも、コ

メ生産増に対するローカルニーズが高いことが裏付けられた。 
 
（３）わが国援助政策との整合性 

アフリカ諸国における稲作振興は、ここ数年来、わが国 ODA の重点支援分野のひとつと

して取り組まれている。この政策目標を実現するための取り組みとして、日本政府は CARD
イニシアティブへの支援を行っているが、カメルーンは CARD 第 1 グループのひとつとして

選ばれた国である。また、わが国政府の対カメルーン援助政策では、農業・農村開発への支

援を重点協力分野のひとつとして設定している。このように、本件プロジェクトの、わが国
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援助政策との整合性は高い。 
 

（４）わが国援助の比較優位性 
コメは、いうまでもなくわが国にとって最も重要な食糧であり、わが国は稲作の長い歴史

のなかで培われた先進的な技術を有している。一方、カメルーンでは稲作が行われ始めたの

は比較的最近のことであり、技術は発展段階にある。こうした状況から、わが国が本件プロ

ジェクトへの協力を行う技術的な優位性は、明らかに高いといえる。また、上述のとおり、

近年、わが国は CARD イニシアティブを通してアフリカでの稲作開発に力を入れており、他

国での類似プロジェクトの経験もわが国の優位性を高めるのに役立っている。 
 
（５）C/P による評価 

アンケート調査では、カメルーン C/P は全員、本プロジェクトの妥当性は高いと評価して

いることが示された。 
 

表４－１ 妥当性に対する評価結果（C/P のみ） 

回答者の 
カテゴリー 

妥当性に係る評価 
とても高い ある程度高い あまり高くない 分からない 無回答 

カメルーン C/P 
（n=5） 

3 2 - - - 

 
４－２ 有効性 

有効性は、以下の観察と分析により、「ある程度高い」と判断した。 
 
（１）成果・プロジェクト目標の達成見込み 

3-3 と 3-4 にて述べたとおり、4 つの成果のうち 3 つはプロジェクト終了までに達成される

見込みが高い。一方、成果４は、本調査時点で活動が始まったばかりであることから、その

達成状況の判断は時期尚早な段階である。全体的には、これまでと同じペースで活動が継続

されれば、目標とする数以上の農家が陸稲栽培を開始する見込みであることから、設定され

たプロジェクト目標の指標は満たされる可能性が高い。したがって、プロジェクト目標は実

現される可能性は高いといえる。 
一方、AVZ や中核農家は、陸稲栽培について経験が浅いことから、引き続き技術的なサ  

ポートを必要としている。プロジェクトとしては、綿密なモニタリングや技術支援を通して、

陸稲栽培を開始した農家ができるだけ長期にわたって栽培を継続できるよう、栽培の成功率

を高める努力をする必要がある。これは、対象地域では陸稲が新しく導入された作物であり、

農家がその栽培技術を自らのものとするまでには何度かの栽培経験と時間が必要と考えられ

るからである。 
 
（２）設定された成果とプロジェクト目標の論理関係 

PDM で設定された成果とプロジェクト目標の論理関係（ロジック）は、おおむね良好であ

ったと判断される。設定された成果は、種子の確保、普及活動を行うスタッフと農家の能力
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開発、収穫後処理技術の改善と陸稲栽培に係わる主要な面をカバーしており、また設定され

た目標のレベルはこれらの成果に対して適切であると考えられる。PDM の内容についての問

題は、必要な陸稲種子は国内で調達できることを前提としてプロジェクトが形成されたため、

種子生産についての活動が考慮されていなかったことにある。この点については、既に述べ

たとおり、プロジェクト開始後、早い段階で種子生産を独自に行う方針転換が決定され、そ

の後の活動に大きな影響が及ぶことが回避された。この結果、設定された成果、プロジェク

ト目標とも達成される可能性が高くなった。 
 
（３）外部条件の影響 

PDM には、成果がプロジェクト目標に結びつくために次の 3 つの外部条件が特定されてい

た。 
１） 陸稲栽培を妨げる大干ばつ等の災害が起こらない。 
２） 深刻な陸稲の病気が発生しない。 
３） 陸稲栽培に被害を及ぼす鳥類、害虫の極端な増加がない. 

1 つ目の外部条件について、今回の調査では、大きな干ばつなどが起きたとの事実は確認

されなかった。しかし、訪れたいずれのサイトでも AVZ や農家は不安定な降雨パターンが作

物の生育に悪影響を及ぼしたことに言及していたことから、天候の影響はある程度あったも

のと推察される。2 番目の陸稲の病気については、特に確認されなかった。3 番目の条件につ

いて、特に鳥による食害は、不安定な降雨とともに、多くの農民にとって大きな課題である

ことが確認された。サイトによっては、鳥害で収穫前のコメをすべて失った農家もあった模

様である。しかし、プロジェクト・チームによれば、鳥害は第 1 雨期と第 2 雨期で一様では

なく、また播種時期を調整することで軽減できる可能性が高いとのことで、プロジェクトと

しては、今後、対応策を検討し、適切な技術指導を行っていく予定である。 
 
（４）予期されなかった阻害・促進要因の影響 

当初予期していなかった阻害要因とその対応状況が、以下のとおり確認された。 
１） 良質の陸稲種子が国内で入手できなかったことが、研修や種子配布などその後の活動の

開始を遅らせる要因となったこと。（ 種子生産を行うことで対応） 
２） 配置されている AVZ の数が十分でないため、対象地域、受益農家を効率的に拡大するこ

とができない地域があること。（ AVZ 増員の働きかけ、既に配置されている AVZ の活用

など） 
３） プロジェクトによる種子生産、あるいは農家の栽培は、大半が天水条件下で行われてい

ることから、作物の生育は天候によって大きく左右されること。（ 播種時期の調整、2 回

分け播種などの技術指導など） 
 

一方、以下は、当初予想していなかった促進要因と考えられる。 
１） プロジェクト開始後、その成果によって、カメルーン側関係者（MINADER、IRAD）の

陸稲に対する関心が大きく高まったこと。 
２） カメルーン C/P と日本人専門家の間の良好な協力関係が、プロジェクト開始直後より醸

成されてきたこと。 
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３） 派遣された専門家の、西アフリカ地域における陸稲栽培にかかわる知識・技術が豊富で

あったこと。 
 
４－３ 効率性 

プロジェクトの効率性は、以下の観察・分析に基づき、「高い」と判断された。 
 
（１）日本側からの投入 

日本側からの投入は、専門家の派遣、機材供与、日本及びウガンダ国における C/P 研修、

現地活動費の支出であった。すべての投入は、計画どおり実施された。現地調達した機材（ト

ラクターやアタッチメント）の操作や維持に係わる現地技術者の技術レベルが低いことが、

活動の進捗に多少影響したことが報告されている。 
日本側からの投入の適性度について、C/P と専門家の評価は、表４－２にまとめたとおり

であった。表に示されるとおり、適性度におおむね問題はなかったと評価された。 
 

表４－２ 日本側からの投入に対する評価結果 

i） 専門家の派遣 

回答者の 
カテゴリー 

適性度に係る評価 
とても適性 ある程度適性 あまり適性でない 分からない 無回答 

カメルーン C/P 
（n=5） 

3 2 - - - 

専門家（n=4） 1 3 - - - 
合計（n=9） 4 5 0 0 0 

ii） 現地活動費の支出 

回答者の 
カテゴリー 

適性度に係る評価 
とても適性 ある程度適性 あまり適性でない 分からない 無回答 

カメルーン C/P 
（n=5） 

1 3 - - 1 

専門家（n=4） 1 3 - - - 
合計（n=9） 2 6 0 0 1 

 
（２）カメルーン側からの投入 

C/P スタッフの配置、種子増殖圃場や執務室など施設の提供、C/P 資金の支出が、プロジ

ェクトに対するカメルーン側からの主な投入であった。MINADERからの 2名のスタッフは、

プロジェクト専属で配置されている。 
カメルーン側からの投入の適性度に対する評価結果は、表４－３にまとめたとおりであっ

た。全般的に適性であったものの、特に活動費については低い評価を与える回答者が多かっ

た。 
 
 
 



－23－ 

表４－３ カメルーン側からの投入に対する評価結果 

i） C/P の配置 

回答者の 
カテゴリー 

適性度に係る評価 
とても適性 ある程度適性 あまり適性でない 分からない 無回答 

カメルーン C/P 
（n=5） 

2 3 - - - 

専門家（n=4） 1 3 - - - 
合計（n=9） 3 6 0 0 0 

ii） 活動費の拠出 

回答者の 
カテゴリー 

適性度に係る評価 
とても適性 ある程度適性 あまり適性でない 分からない 無回答 

カメルーン C/P 
（n=5） 

- 2 2 - 1 

専門家（n=4） - 2 - 2 - 
合計（n=9） 0 4 2 2 1 

 
（３）既存施設・組織の有効利用 

本プロジェクトは、種子増殖圃場（IRAD ほか）、研修・種子配布・モニタリング実施のた

めの普及サービスをはじめ、カメルーン政府が既にもつ施設や組織を有効に利用することで

活動が展開されている。特に、各地に配置されている AVZ を普及活動で効果的に活用するこ

とが、短期間に受益農家の数を増やすうえで不可欠であったと考えられる。このように、既

存施設・組織を有効活用するアプローチが、プロジェクトの効率性あるいは持続性を向上さ

せるうえで役立っているといえる。 
 
（４）投入－成果の効率性 

表４－４は、現段階における費用・便益の見通しである。入手可能なデータは、断片的で

あり、また厳密な意味で正確ではないものの、費用・便益についての大雑把な見通しを得る

のには役立つと考えられる。スタッフや農家の能力開発については、金銭的な便益を予測す

ることが難しいので含まれないが、仮にプロジェクトが目標としている 9,000 世帯の農家の

うち 3 分の 1 が栽培に成功し、年間 200 kg の籾を収穫した場合、精米率を 6 割、白米の市場

価値を 600 F. CFA/kg として、おおよそ年間 3 億 5,640 万 F.CFA（6,480 万円）の経済効果が

見込まれる。 
 

表４－４ プロジェクト費用・便益試算 

費 用 
（実績）

カメルーン C/P 資金（1,000 F.CFA） 50,000 2012 年度予算額 
JICA 現地活動費（1,000 F.CFA） 373,824 2011 年 6 月～2012 年 11 月支出済み額

合 計（1,000 F.CFA） 423,824  
便 益 
（実績）

直接受益者数 TOT 
（IRAD） 

816 
2012 年 3 研修（実績） 

現地研修 2,637 2012 年（第 1・2 雨期） 
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生産された種子草量（t） 52.3 2011～2012 年実績 

市場価値（推計値）（1,000 F.CFA） 52,300 
陸稲種子の市場価格 1,000 F.CFA/kg
で計算 

農家によるコメの生産量（t） 31.9 
これまでの実績（2012 年第 1 雨期の

み） 
市場価値（推計値）（1,000 F.CFA） 19,140 コメの市場価格 600 F.CFA/kg で計算 

便 益 
（見込み）

直接受益農家数 9,000 PDM における目標値 
農家によるコメの生産量見込み 
（t/年） 

594 
目標の 1/3の農家が 200kg/年生産する

と仮定 
市場価値（推計値） 

（1,000 F.CFA/年） 
356,400 

9,000 x 0.33 x 0.6 x 200（kg）x 600 
（F.CFA/kg） 

出典：プロジェクト提供の情報に基づき調査団作成 

 
（５）外部条件の影響 

PDM には、活動が成果に結びつくための外部条件として、「研修を受けた農業省職員や普

及員が陸稲振興に継続的に従事する。」が特定されていた。現段階では、研修を受けた職員や

AVZ の転勤や辞職がプロジェクト活動に影響するほどの規模で起きたとの事実は確認され

ていない。よって、この外部条件は満たされていると考えられる。 
 
４－４ インパクト 

現時点で想定される本プロジェクトのインパクト（見込み）は、以下のとおり。 
 
（１）上位目標への貢献 

プロジェクト目標が計画どおり達成され、3,000 世帯の農家が陸稲栽培に成功すれば、プ

ロジェクトは、「対象 3 州において陸稲の生産量が増加する」と設定されている上位目標に対

し、インパクトをもたらすことが期待できる。上位目標の指標として合意された「年 1 万 1,000
トンの陸稲生産」は、プロジェクトが終了して 3 年後に MINADER 種子増殖圃場で 330t の保

証種子が生産され、6 万 6,000 世帯の農家に種子が配布される体制が整うことを意味する。

プロジェクトで生産した保証種子は、今のところ 31t 程度である。また、ベースライン調査

で確認された 2011 年における対象地域での陸稲生産は、マケネネ地区の 236t のみであり、

上位目標の指標値が達成されるためには、かなりの努力を要するといえる。 
 
（２）受益者の生計へのインパクト 

対象地域の農民は、プロジェクトが始まる前から、近くの店で売られているコメを購入し、

日常的に消費している。よって、陸稲の導入で、自家消費用のコメが自ら生産できるように

なれば、コメを購入する必要がなくなる。また、将来的に販売できる余剰米を生産できるよ

うになれば、現金収入に結びつく可能性もある。 
 
（３）波及効果 

プロジェクトは、まだ初期段階であるものの、当初予定されていなかったインパクトが幾

つかもたらされていることが確認された。陸稲栽培に対する関心は、パイロット地域のみな
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らず、パイロット地域外でも高まっており、プロジェクトに対して研修や種子への要望が多

く寄せられていることが報告されている。 
当初計画にはなかったものの、プロジェクトによる種子生産への支援は、MINADER 関係

者の種子生産の重要性に対する認識を高めるのに役立っている。これまで、カメルーンでは

陸稲種子の生産体制は整っていなかったため、陸稲種子生産の知識・技術をもつ専門スタッ

フあるいは技術者がほとんどいなかった。プロジェクトが種子生産を独自に行うこととした

ことで、MINADER の C/P のみならず、他の関係部署の職員の能力アップに対する波及効果

が発現しつつあるといえる。 
 

４－５ 持続性 

持続性の見込みについては、以下の観察と分析に基づき、「中程度」と判断した。 
 
（１）政策・組織・制度面 

「妥当性」のところで述べたとおり、プロジェクトはカメルーン政府の開発政策に沿って

実施されている。現状の政策が維持される限り、政策面での持続性は高いといえる。また、

プロジェクトは、既存の政府施設や制度を活用して実施されているので、組織・制度面での

持続性も確保されることが期待できる。特に、プロジェクト活動を通して陸稲の種子生産や

普及にかかわる関係者の能力開発が進めば、NRDS など政策目標を実現するための組織的な

持続性が高くなるものと考えられる。 
 
（２）財政面 

プロジェクト活動に必要な経費は、今のところ主に JICA からの財政的な支援によって賄

われているが、カメルーン側も陸稲生産の重要性にかんがみ、C/P 予算を確保する努力を行

っている。2012 年度には、5,000 万 F.CFA（約 865 万円）が AVZ の活動費や JCC 開催費のた

めの予算として認められ、本中間レビュー調査時現在支出手続きが進められている。さらに、

MINADER の陸稲種子生産圃場拡張のために別途 4,000 万 F.CFA（約 727 万円）の予算が確保

されていることが、調査団に対しても報告された。カメルーン側のこのような動きは、自助

努力の表れとみられ評価されるものの、種子生産や普及活動に必要な予算が将来にわたり確

保されるかどうかについては現段階では不透明である。 
一方、農家レベルの財政的な持続性は、陸稲生産から生み出される便益の有無や多寡に左

右されることが予測される。陸稲を自ら生産した方が店で購入するよりコメを安く入手でき

る、または品質の良いものが入手できる、あるいは余剰生産物の販売で何らかの現金収入が

得られる、といった便益があれば、農民はプロジェクトや政府の補助がなくても（種子が入

手できることは前提となるが）、生産を継続することが見込まれる。この点については、陸稲

生産は始まったばかりであり、現段階では何ともいえない。今回の調査中に行った農民への

インタビューでは、よい兆しが観察された。 
 
（３）技術面 

技術面の持続性は、AVZ の技術、農民の技術、政府組織による種子生産技術という 3 つの

視点から検証できる。 
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1 点目の AVZ が研修や実際の普及活動を通して獲得する陸稲普及に関する知識・技術は、

プロジェクトに参加した AVZ が陸稲の普及に取り組む限り、持続的に役立つことが推測され

る。2 点目の農民によって習得される陸稲生産技術は、農民が陸稲を栽培する意志をもつ限

り、永続的に役立つといえる。3 点目の種子生産技術は、プロジェクト終了後も C/P や種子

生産関係者の間に残るので、政府が種子生産事業を継続する限り、持続することが期待され

る。陸稲の生産は、農民の知識や経験のみでなく、天候や降雨をはじめとする自然条件など、

多くの要因に左右される。政府が良質種子の生産を持続できれば、カメルーンにおける陸稲

生産の総合的な持続性は高くなることが期待できる。 
このように、技術面での持続性は、全般的に高いと見込まれる。しかしながら、1 年余り

というプロジェクトの残り期間は、技術の定着を確かなものとする意味で、十分ではないこ

とが予測される。なぜなら、陸稲が対象地域に新たに導入された作物であり、政府の関係者

も農民も技術を自らのものとするには長い時間を要するからである。 
 
（４）C/P・専門家の持続性に対する評価 

表４－５は、全般的な持続性についてのアンケート調査の結果である。プロジェクト・チ

ームのメンバーは、持続性については全般的に楽観的な見解をもっている。 
 

表４－５ 持続性に対する評価結果 

回答者の 
カテゴリー 

適性度に係る評価 
とても適性 ある程度適性 あまり適性でない 分からない 無回答 

カメルーン C/P 
（n=5） 

4 - - - 1 

専門家（n=4） 1 2 - 1 - 
合計（n=9） 5 2 0 1 1 

 
４－６ 結 論 

中間レビュー調査団は、プロジェクトサイトの訪問と、プロジェクト・メンバー（C/P と日本

人専門家）、関係政府職員、AVZ、中核農家、陸稲栽培農家、関連ドナー関係者などへのインタビ

ュー、アンケートを通して、中間レビュー作業に必要な情報の収集と分析を行った。この結果、

本プロジェクトは、陸稲種子の調達方法をはじめ当初計画に対する変更はあったものの、カメル

ーン C/P と日本人専門家の協力により、これまでのところ順調に活動が展開され、予定された成

果がもたらされつつあることが確認された。今後も、同じペースで活動が継続されれば、プロジ

ェクト目標も満足のいくレベルで達成されることが期待できる。一方、プロジェクト成果を持続

させるためには、取り組むべき課題もあることが観察されている。よって、より良い結果をもた

らすために、次章のとおりプロジェクト・チーム及び関係者に対し提言を行った。 
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第５章 提言と対処方針の検討結果 
 
５－１ 提 言 

中間レビュー調査結果を受けて、プロジェクトの活動・運営に関して以下の提言を行った。 
 
（１）陸稲栽培に成功する農家数の向上に向けた取り組みの強化 

今回のレビュー調査では、プロジェクト活動の結果、対象地域の農家の間で陸稲栽培に対

する関心が高まり、徐々に受け入れられつつあることが確認された。一方で、大半の農家は

今のところ 1 シーズン（2012 年第 1 雨期か第 2 雨期のどちらか）の栽培を行ったのみであり、

今後、陸稲栽培を開始した農家のどれぐらいが栽培を継続するかという点については現段階

では未知数である。モニタリング情報が集計されている 2012 年第 1 雨期の結果によれば、播

種した農家の約 65％が収穫物を得たことが示されているが（付属資料１「M/M」に含まれる

「合同中間レビュー調査報告書」の ANNEX VI の Table VI-8 を参照）、その他の農家は栽培

を途中で諦めたか、失敗した農家である。その原因として、不安定な降雨や収穫期の鳥害、

他の作物との労働力の競合などがあったことが本調査における AVZ や農民へのインタビュ

ーでも確認された。陸稲が対象地域ではこれまで一般的には栽培されていなかった新しい作

物であり、最初から 100％の農家が成功することを想定することは適切ではないものの、収

穫に至らなかった農家が直面した課題をできるだけ詳細に分析・把握し、可能な限り対応策

を提案する活動が、長期的なスパンで作物の定着率を高め将来の生産増につなげていくうえ

で不可欠と考えられる。したがって、プロジェクトとしては今後、種子を得て陸稲栽培を開

始する農家数の増加とともに栽培を継続する農家のモニタリングや技術支援などフォローア

ップをできるだけ実施し、成功農家数を増やしていくための取り組みを強化する必要がある。 
 
（２）種子生産基盤拡大への技術支援と MINADER 職員の能力向上への協力 

カメルーンでは、高品質な陸稲種子を体系的に生産する体制が整っていなかったため、プ

ロジェクトは既存の施設（圃場）を改良することで、その体制をほぼゼロから構築した。プ

ロジェクト開始後、2 年弱という短期間で総量 40t を超える種子生産を実現したことは、プ

ロジェクトの目覚ましい成果のひとつであることは明白である。一方、これまで国内での種

子生産の実績が皆無であったことから察せられるとおり、種子生産についての実用的な知

識・技術を有する人材の育成もゼロからの出発であった。これまでの活動を通して、C/P や

種子生産技術者の能力向上は確実に図られつつあるものの、日本人専門家からの支援なしで

カメルーン側の人材だけで生産できるような段階に達するまでには、まだ時間が必要である

とみられる。 
こうしたなか、プロジェクトが対象地域での陸稲種子生産のポテンシャルを実証したこと

もあり、MINADER は独自予算を確保し、陸稲種子生産の基盤を拡張するための計画実現に

向け動き出した。本プロジェクトの上位目標（対象地域における陸稲生産目標年間 11 万 t）、
あるいは NRDS で掲げるコメの生産増（年産 62.7 万 t）の実現に一歩でも近づくためには、

カメルーン国内でコメ種子の生産体制を強化していくことは不可欠であるので、こうした動

きに対しあくまでも MINADER の主体性を尊重しながら、プロジェクトとしても技術的な支

援を続けることが望まれる。 
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本レビュー調査中に、カメルーン側からは種子生産のみでなく、種子の品質管理について

の能力向上への協力が要請された。プロジェクトとしては、それだけを目的とした別のプロ

グラムを組むことは不可能であるものの、既に整備している種子生産圃場での OJT や技術小

冊子の作成などを通して、種子の品質管理に係る MINADER 職員の能力開発に寄与すること

は、プロジェクトの出口戦略を整えていくうえでも重要と考えられる。 
 
（３）農民組織の活用による普及活動の効率化 

プロジェクトはこれまで、主に個々の農家をターゲットとした活動を行ってきた。一般的

に、こうした個別普及アプローチでは、きめ細かいサポートが可能となる一方で、対象とで

きる農家の数には限界がある欠点もある。当然のことながら、実施する活動内容にもよるが、

普及活動の効率性を上げるために、既存の農民グループを活用した活動を取り入れていくこ

とも重要であろう。例えば、収穫後処理や生産物のマーケッティング支援は、地域に組織さ

れている協同組合（旧 GIC）を活用することが考えられる。 
 
（４）プロジェクト成果・経験の活用と共有の促進 

本プロジェクトは、カメルーンで実施される陸稲生産を支援する初めての事業であること

から、プロジェクト開始後、種子生産体制の確立や研修モジュールやマニュアル開発、圃場

試験などを通して、陸稲生産に係る有用な情報や経験が徐々に蓄積されてきている。こうし

た活動成果は、既に陸稲栽培に対する関心を高めるのに役立っているが、今後、陸稲普及プ

ロセスを加速させるために、プロジェクトの成果や経験を国内の関係者、さらには周辺国と

共有する機会をできるだけもつように努めることが大切であろう。例えば、国際農業開発基

金（International Fund for Agricultural Development：IFAD）は西部州において必ずしも陸稲で

はないものの稲作を振興する活動を行っているので、プロジェクトとして取りまとめている

普及マニュアルや生産した種子を提供することで、連携が可能となることが考えられる。ま

た、既に行われているが、青年海外協力隊（Japan Overseas Cooperation Volunteers：JOCV）隊

員活動との連携も、できるだけ進めることが推奨される。 
さらに、カメルーンの周辺には中央アフリカ共和国、コンゴ民主共和国、ガボン共和国な

ど、仏語圏で稲作開発に関心をもつ国も少なくないので、こうした国の関係者をプロジェク

トで行う TOT 研修への参加を働きかけるなどの可能性もあるものと考えられる。 
 
（５）C/P ファンドの増額と支出の迅速化 

カメルーン政府が、プロジェクト関連活動のために C/P 予算を確保し、拠出する手続きを

とっていることは、陸稲生産の重要性を認識し、自助努力の姿勢の表れとして評価される。

一方で、必要な活動を展開するにはいまだ十分な額が確保されているともいい難い。また、

執行手続きに時間を要していることから、現場での活動に少なからぬ支障が出ている。特に、

プロジェクト開始当初、JICA 側から手当てしていた AVZ の活動費は、カメルーン側が C/P
予算で賄うことが 2012 年の中頃に決定されたものの、本中間レビュー調査時現在も実際の執

行に至っていないことが、現場における普及活動をすすめるうえでの阻害要因となっている

と、レビュー調査団に対しても報告された。カメルーン政府は、C/P 予算の増額に努めると

ともに、執行手続きが迅速に行われるよう改善する必要がある。 
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（６）プロジェクト実施期間の延長 
これまでに報告してきたとおり、プロジェクトがこれまでと同じペースで活動を展開すれ

ば、プロジェクト目標は当初期間内に達成される見込みは高い。しかし、プロジェクト目標

の確実な達成と上位目標に向けた体制強化を行うため、プロジェクト期間を延長することが

望ましい。実施期間を延長する必要性が高いと判断される具体的な理由は以下のとおり。 
１） 陸稲生産の成功率向上 

当初計画では、国内で生産されている種子を使ってプロジェクト活動を進めることが想

定されていたが、国内では良質な種子が十分生産できていなかったことから、プロジェク

トでは独自に種子生産をすることとしたため、種子生産に関連する活動に対し相当な時間

と労力が注ぎ込まれてきた。これにより、AVZ や中核農家の研修や種子配布は 2012 年の

第 1 雨期以降からようやく可能となった。十分な量の種子を確保できたこととプロジェク

ト・チームの努力により、短期間にプロジェクト目標を達成するために必要な成果が生み

出されつつあることはこれまでに述べてきたとおりであるが、大半の農家は陸稲栽培を 1
シーズン実施しただけであり、農家の間に技術が定着するかどうかは現段階では何ともい

えない。また、栽培を開始した農家も幾つかの技術上の課題を抱えていることが、本調査

でも確認された。よって、協力期間を延長し、陸稲栽培に成功する農家の数を増やし、作

物の定着を図るための活動を継続する必要性が高い。 
２） 種子生産能力向上への貢献 

これまでのプロジェクト成果に基づき、MINADER は独自予算を確保し、種子生産基盤

を強化・拡大するための計画を進めている。この計画の実現を確実なものとしていくため

に、プロジェクトとしては、MINADER 関係者の能力開発などの技術支援をより多くの時

間をかけて実施することが必要である。 
３） プロジェクト成果・経験の共有の促進 

プロジェクトが産出してきたカメルーンにおける陸稲栽培に係る成果や経験をより広

く国内外の関係者と共有できる機会をより多くもつ必要性が高い。 
現段階で想定される延長期間を含めた活動計画は、PO の改訂版（付属資料１「M/M」に

含まれる「合同中間レビュー調査報告書」の ANNEX VII を参照）に示されるとおり。 
 
（７）PDM の見直し 

以上の提言に関連し、現行 PDM について下記のとおり見直しを行う。 
 

現行 PDM における内容 今回の見直し提案内容 理 由 
１． プロジェクト目標の指標 
「プロジェクト終了時、

3 州のパイロット地域に

おいて計 3,000 世帯以上

の農家が陸稲栽培を開

始する。」 

以下のとおり、指標の内容を見直す。 
 
「プロジェクト終了時、3 州のパイロット

地域において計 3,000 世帯以上の農家が陸

稲栽培を開始し、協力期間内に少なくとも

2 シーズン生産を継続する。」 
 

現行の指標は、プロジェ

クト目標の達成状況を

検証するのに不十分な

ため。 
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２． 種子生産に係る指標と活動の記述（成果３の指標と活動 3-1 の見直し） 
（種子生産に係る成果

への指標の記述はない） 
以下を成果３の指標として追加する。 
 
６） プロジェクトによって設置された陸

稲種子生産体制が維持され、下記の量

の種子が生産される。 
 原種種子（Registered seed）： 

年間 1 t 
 認証種子（Certified seed）： 

年間 10 t 
７） MINADER 職員が、上記の種子を生産

できるようになる。 

種子生産に係る成果の

達成状況をみる指標が

必要なため。 

活動 3-1：「活動に必要

な 陸稲 種 子 を 確 保す

る。」 

活動 3-1 の記述を下記のとおり変更する。

（活動 3-2 を追加する。） 
 
3-1：「プロジェクトの種子増殖圃場で高

品質な陸稲種子を生産する。」 
3-2：「プロジェクトの圃場で、MINADER
及び IRAD 職員に対し、種子生産・種子品

質管理に係わる OJT を実施する。」 

種子生産とそのための

能力開発についての活

動が規定されていない

ため。 

 
この見直しに伴う PDM 案（日本語版）を付属資料４として添付した。 

 
５－２ 対処方針事項についての検討・協議結果 

本中間レビュー調査の対処方針事項について、現地での検討・協議結果概要は、以下のとおり

であった。 
 

対処方針検討事項 結果概要 
１． IRAD の生

産する種子

の質が悪い

 優先度等を他の活動と比較しつ

つ、IRAD、MINADER の種子生

産能力強化を成果（PDM）に入れ

ることの妥当性・方策について専

門家・C/P と議論する。 
 県レベルで生産された種子の増

殖・配布に関して農民の役割につ

いて検討する。その際、品質管理

について留意する。 

 種子生産に係る活動は、当初計画に

は含まれていなかったものの、主要

なコンポーネントとして取り組ま

れていることから、PDM に含めるこ

とが妥当と判断された。具体的に

は、成果３の指標を見直すととも

に、MINADER、IRAD 関係者の能力

向上に係る OJT を活動項目として

追加した。 
なお、現段階で、種子増殖・配布段

階で農民に何らかの役割は設定さ

れていない。 
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対処方針検討事項 結果概要 
２． IRAD の協

力体制の見

直しが必要

 IRAD と MINADER の連携のあり

方についてこれまでの種子生

産・配布活動実績を参考に、本来

品質管理を行う DRCQIPA の体

制・能力について調査し、必要に

応じ本部局との連携も検討する。

その際、認証の手続きの適正化・

迅速性について加味する。 

 プロジェクトの圃場で生産される

種子はすべて DRCQIPA/MINADER
が定める認証手続きにのっとり、品

質管理されている。しかしながら

DRCQIPA のスタッフは陸稲種子品

質管理の経験がなく、基本的な知

識・技術が不足していることから、

OJT で能力アップが図られている。

また、C/P として昨年 11 月より 1
名がプロジェクトに配属されるな

ど、DRCQIPA との連携は進んでい

るとみられる。 
３． 収穫後処理

指導・市場

流通体制強

化の必要性

 精米機導入にあたっては、農家・

精米所それぞれにとって、導入コ

スト・維持管理コスト・回収が必

要。また、持続性確保のためには

地域生産量の確保も必要である。

さらに、政府による精米業者育成

政策も検討すべきである。 

 精米機の導入は、各サイトで始まっ

たばかりであり、運営コストなどの

データはまだ蓄積されていない。プ

ロジェクトでは、各サイトで利用状

況のモニタリングを行うよう手配

していることから、今後のデータの

蓄積を待って検討することが適切

と考えられる。 
４． プロジェク

ト活動の陸

稲栽培普及

への効果 

 現在陸稲を栽培している農家は、

一時的に栽培をしているだけで

ある可能性がある。農家がプロジ

ェクト終了後にも継続して取り

組むためには、継続して栽培指導

をする必要があると考えられる。

 農民が継続して陸稲栽培に取り

組む動機と阻害要因をプロジェ

クト開始時から活動に参加して

いる農民への聞き取り調査から

明らかにする。 

 大半の農家は、2012 年中に陸稲を 1
回栽培しただけであり、継続性につ

いての検証は時期尚早である。陸稲

栽培上の阻害要因としては、生育期

間中の降雨不足、収穫前の鳥害、他

の作物との労働力の競合などが確

認されている。これら農民が直面す

る課題をできるだけ詳細に分析・把

握し、解決策を提示していくことを

提言として含めた。 

５． 栽培指導等

の他地域へ

の拡大 

 優先度等を他の活動と比較しつ

つ、栽培指導等の他地域への拡大

について専門家・C/P と議論、整

理し評価レポート及び M/M とし

て取りまとめる。 
 他国からの研修受け入れ（広域研

修）についても検討をする。 

 「プロジェクト成果・経験の活用と

共有の促進」として提言に含めた。

 
 



 
 
 
 
 
 

付 属 資 料 

１．M/M（「合同中間レビュー調査報告書」を含む） 
 
２．主要面談者リスト 
 
３．PDM（Ver.1）（和文） 
 
４．PDM（和文改訂版） 
 
５．面談議事録 














































































































































	表紙
	序　文
	目　次
	プロジェクト位置図
	写　真
	略語表
	中間レビュー調査結果要約表
	第１章　中間レビュー調査の概要
	１－１　調査団派遣の経緯と目的
	１－２　調査団の構成と調査期間
	１－３　調査日程
	１－４　主要面談者
	１－５　対象プロジェクトの概要

	第２章　中間レビュー調査の方法
	２－１　レビュー調査の視点と手法
	２－２　調査項目と方法
	２－２－１　調査項目
	２－２－２　評価グリッドの作成と情報・データの収集
	２－２－３　レビューに用いたPDM

	２－３　調査の制約・限界

	第３章　プロジェクトの進捗状況
	３－１　プロジェクトの実績
	３－１－１　投入の実績
	３－１－２　活動の実績

	３－２　成果の達成状況
	３－３　プロジェクト目標の達成見込み
	３－４　プロジェクトの実施プロセス

	第４章　評価５項目の評価結果と結論
	４－１　妥当性
	４－２　有効性
	４－３　効率性
	４－４　インパクト
	４－５　持続性
	４－６　結　論

	第５章　提言と対処方針の検討結果
	５－１　提　言
	５－２　対処方針事項についての検討・協議結果

	付属資料
	１．M/M（「合同中間レビュー調査報告書」を含む）
	２．主要面談者リスト
	３．PDM（Ver.1）（和文）
	４．PDM（和文改訂版）
	５．面談議事録




